
中
世
の
大
山
祇
神
社
文
書

相
論
と
近
世
に
お
け
る
文
書
管
理

定
成

隆

は
じ
め
に

相
論
と
大
山
砥
神
社
文
書

　
伊
予
国
の
中
世
文
書
の
残
存
歯
は
決
し
て
多
い
と
は
い
え
な
い
。
そ
の
ほ
と
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
T
）

ど
は
、
『
愛
媛
県
史
　
資
料
編
　
古
代
・
中
世
』
と
し
て
翻
刻
さ
れ
た
が
、
い
ま

だ
活
字
化
さ
れ
て
い
な
い
百
通
を
こ
え
る
大
部
の
史
料
と
し
て
新
出
大
山
祇
神
社

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

文
書
（
そ
の
定
義
、
発
見
過
程
に
つ
い
て
は
川
岡
崩
垣
の
論
文
参
照
）
が
あ
る
。

そ
こ
で
、
筆
者
ら
は
マ
イ
ク
ロ
フ
イ
ル
ム
（
愛
媛
県
立
図
書
館
所
蔵
）
の
写
真
解

読
を
行
っ
た
が
、
こ
れ
ま
で
に
知
ら
れ
て
い
る
大
山
積
神
社
文
書
・
三
島
家
文
書

の
成
り
立
ち
、
整
理
の
ヒ
ン
ト
と
な
る
情
報
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
い

た
。
解
読
を
続
け
る
う
ち
に
、
各
文
書
の
内
容
解
釈
や
そ
の
意
義
を
考
え
る
う
え

で
も
、
伝
来
、
整
理
、
管
理
の
過
程
の
検
証
が
重
要
で
あ
る
と
の
考
え
に
至
っ
た
。

　
大
山
積
神
社
文
書
・
三
島
家
文
書
は
伝
来
を
異
に
す
る
も
の
で
は
な
く
、
明
治

時
代
に
修
史
局
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
の
前
身
）
の
重
野
雄
藩
の
助
言
に
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

社
家
と
神
社
の
二
つ
の
文
書
群
に
分
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
た

が
、
こ
の
二
分
す
る
前
の
姿
を
、
各
巻
子
の
構
成
文
書
、
五
つ
の
文
書
箱
へ
の
収

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ

納
状
況
に
つ
い
て
、
川
岡
勉
氏
が
綿
密
な
考
証
に
よ
り
復
元
さ
れ
た
。
そ
れ
を
う

け
て
、
本
稿
で
は
大
山
積
神
社
文
書
・
三
島
家
文
書
と
新
出
大
山
祇
神
社
文
書
を

合
わ
せ
た
広
い
意
味
で
の
中
世
の
「
大
山
祇
神
社
文
書
」
の
伝
来
、
整
理
、
管
理

に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
。

　
新
出
大
山
祇
神
社
文
書
の
中
に
は
、
相
論
に
関
す
る
も
の
が
多
く
み
ら
れ
る
。

こ
れ
ま
で
に
知
ら
れ
て
い
る
大
山
積
神
社
文
書
・
三
島
家
文
書
の
中
に
も
、
相
論

に
関
す
る
文
書
が
や
は
り
多
数
存
在
す
る
。
一
般
的
に
文
書
の
作
成
や
そ
の
保
管

保
存
の
動
機
と
し
て
、
所
領
の
宛
行
、
安
堵
、
相
続
や
特
権
の
付
与
、
所
役
の
免

除
に
加
え
て
、
相
論
の
た
め
の
資
料
・
証
拠
と
い
う
こ
と
が
大
き
な
比
重
を
占
め

る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
想
像
に
難
く
な
い
。
広
義
の
中
世
の
「
大
山
祇
神
社
文
書
」

の
伝
来
、
整
理
、
管
理
を
考
え
る
場
合
に
、
こ
の
「
相
論
」
と
い
う
言
葉
が
一
つ

の
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
る
と
考
え
る
の
で
、
相
論
の
旦
国
体
的
な
内
容
を
知
る

た
め
に
、
未
翻
刻
文
書
の
史
料
紹
介
も
兼
ね
て
、
い
く
つ
か
の
文
書
を
と
り
あ
げ

て
み
た
い
。
こ
の
こ
と
は
、
よ
く
解
っ
て
い
な
い
中
世
の
同
神
社
内
部
の
構
造
を

知
る
た
め
の
基
礎
作
業
と
も
な
る
だ
ろ
う
。

ω
　
大
祝
と
社
家
と
の
相
論
そ
し
て
戒
能
最
長

［
史
料
A
］
（
大
山
祇
神
社
文
書
に
つ
い
て
は
、
そ
の
整
理
番
号
を
掲
げ
る
。
D
1
！
）

　
　
　
　
　
　
　
ま
　
　

　
　
　
「
か
い
の
う
と
の
御
状
　
　
写
」

大
三
嶋
御
領
事
、
就
以
前
所
務
未
被
止
其
綺
之
由
、
社
家
瓦
之
候
、

事
実
候
者
、
無
勿
体
候
、
被
全
社
家
所
務
候
様
、
可
有
御
遵
行
候
也
、
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恐
々
謹
言
、

　
　
　
十
一
月
三
日

大
祝
信
濃
守
殿

通
恒
（
花
押
）

　
至
徳
二
年
十
月
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
前
伊
豆
守

余
戸
田
伊
勢
守
殿

（
花
押
）

地域創成研究年報第7号（2012年）

　
内
容
を
解
釈
す
る
と
、
「
大
三
嶋
御
領
」
の
こ
と
で
、
以
前
の
所
務
に
つ
い
て

ま
だ
干
渉
を
や
め
て
い
な
い
と
社
家
が
訴
え
て
い
ま
す
。
も
し
そ
れ
が
本
当
な
ら

ば
、
不
都
合
な
こ
と
で
す
。
社
家
が
所
務
を
ま
っ
と
う
で
き
る
よ
う
に
「
御
遵
行
」

い
た
だ
き
た
い
と
、
通
恒
か
ら
大
際
信
濃
守
に
求
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、

社
家
と
大
祝
と
の
問
で
相
論
の
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
［
史
料
A
］
に
は
、
年
号
が
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
「
代
々
書
簡
手
簡
集
」
と
い

う
文
書
目
録
（
D
9
0
）
の
な
か
に
、

　
　
　
一
　
社
領
之
儀
付
相
々
之
書
簡
　
　
一
通
△

　
　
　
　
　
長
禄
年
中
事
　
　
　
通
恒
殿
御
判

と
記
さ
れ
た
文
書
の
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
目
録
自
体
は
、
「
戌
四
月
十
（
日

脱
力
）
」
に
三
嶋
太
祝
が
記
録
し
た
も
の
で
、
近
世
の
も
の
だ
が
、
長
禄
年
中
（
一

四
五
七
～
一
四
六
〇
）
と
の
伝
承
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
差
出
人
の
「
通
恒
」
に
つ
い
て
は
、
端
裏
書
が
参
考
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
に

は
、
「
戒
能
殿
（
か
い
の
う
と
の
）
御
状
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
戒
能

通
恒
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
「
目
録
」
（
D
4
0
、
辰
ノ
霜
月
日
に
越
智
太
祝
が
記

録
し
た
控
）
に
は
、
「
一
　
河
野
通
恒
書
出
し
　
壱
通
」
と
、
河
野
氏
と
記
さ
れ

て
い
る
が
、
南
北
朝
時
代
に
は
戒
能
氏
が
明
確
に
河
野
氏
の
一
族
と
認
識
さ
れ
て

　
　
　
　
ら
　

い
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
通
達
が
戒
能
氏
で
あ
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
こ
こ
で
明
ら
か
に
な
っ
た
「
戒
能
通
恒
」
と
は
、
い
か
な
る
立
場
の
人

物
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
手
が
か
り
と
な
る
の
が
、
次
の
［
史
料
B
］
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　

［
史
料
B
］

　
　
国
分
寺
領
事
、
於
当
知
行
癖
者
、
不
謂
是
非
可
五
車
沙
汰
下
心
、

　
　
伍
執
達
如
件
、

　
こ
の
前
伊
豆
守
と
［
史
料
A
］
の
通
恒
の
花
押
が
、
ほ
ぼ
一
致
す
る
の
で
あ
る
。

両
者
の
花
押
を
注
意
深
く
観
察
す
る
と
、
違
い
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
下
方
の

横
線
の
右
端
で
の
は
ね
か
た
が
、
上
方
へ
向
か
っ
て
い
る
（
史
料
A
）
の
と
、
下

方
へ
向
か
っ
て
い
る
（
史
料
B
）
と
い
う
わ
ず
か
な
違
い
が
認
め
ら
れ
る
が
、
そ

れ
以
外
で
は
ほ
ぼ
一
致
す
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
花
押
は
人
が
書
く
も
の
だ
か

ら
、
書
判
と
は
い
い
な
が
ら
、
ハ
ン
コ
の
よ
う
に
毎
回
寸
分
違
わ
ず
に
書
け
る
わ

け
で
も
な
か
ろ
う
。
多
少
の
筆
の
走
り
間
違
い
も
考
え
ら
れ
る
し
、
ま
た
、
同
一

人
物
で
時
期
を
異
に
す
る
花
押
と
解
釈
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
至
徳
二
年

（一

O
八
五
）
と
、
「
代
々
書
簡
手
簡
集
」
の
い
う
長
禄
年
中
（
一
四
五
七
～
一

四
六
〇
）
で
は
、
七
〇
年
以
上
も
開
い
て
い
る
の
で
、
こ
の
年
代
が
正
し
い
と
す

る
と
同
一
人
物
と
い
う
に
は
無
理
が
あ
る
。
親
子
或
い
は
祖
父
孫
と
い
う
可
能
性

も
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
長
禄
年
中
と
い
う
伝
承
が
お
よ
そ
の
時
期
を
示
し
た
も

の
で
、
必
ず
し
も
精
確
で
は
な
い
と
考
え
た
い
。
し
た
が
っ
て
、
筆
者
は
「
前
伊

豆
守
」
と
「
戒
能
通
恒
」
と
は
同
一
人
物
で
あ
る
と
結
論
す
る
。

　
さ
て
、
［
史
料
A
］
の
通
恒
が
、
戒
能
（
前
）
伊
豆
守
で
あ
る
と
な
る
と
、
伊

予
国
の
守
護
代
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
山
内
譲
氏
に
よ
っ
て
、

文
書
の
宛
名
に
み
ら
れ
る
至
徳
四
年
（
＝
二
八
七
）
の
河
野
伊
豆
前
司
殿
、
応
永

二
年
（
一
三
九
五
）
の
河
野
伊
豆
入
道
殿
、
応
永
三
年
（
三
二
九
六
）
の
戒
能
殿
、

河
野
伊
豆
入
道
殿
は
同
一
人
物
で
あ
っ
て
、
在
京
し
て
い
る
守
護
河
野
氏
に
か
わ

っ
て
国
元
の
こ
と
を
」
任
さ
れ
て
い
る
守
護
代
の
地
位
に
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か

　
　
　
　
　
　
ヱ

に
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
新
井
英
之
氏
は
さ
ら
に
、
戒
能
氏
の
守
護

代
在
任
期
間
の
上
限
を
示
す
史
料
と
し
て
［
史
料
B
］
の
文
書
を
指
摘
さ
れ
て
い

（
8
）

る
。
以
上
を
あ
わ
せ
て
考
え
る
と
、
当
時
伊
予
国
の
守
護
代
で
、
河
野
伊
豆
入
道
、
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河
野
伊
豆
前
司
、
前
伊
豆
守
と
称
し
た
人
物
は
戒
能
氏
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
不

明
で
あ
っ
た
実
名
が
通
恒
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　
［
史
料
A
］
の
な
か
で
「
御
紀
行
」
を
求
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
通
恒
は
や
は

り
守
護
代
の
立
場
か
ら
こ
の
文
書
を
発
給
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
［
史
料
B
］

と
の
あ
い
だ
で
様
式
上
の
違
い
が
み
ら
れ
る
。

　
　
［
史
料
A
］
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
史
料
B
］

　
　
　
　
恐
々
謹
言
　
　
　
　
↑
　
↓
　
　
　
　
循
執
達
如
件

　
　
　
　
年
号
な
し
　
　
　
　
↑
　
↓
　
　
　
　
書
下
年
号

　
　
　
　
通
恒
　
　
　
　
　
　
↑
　
↓
　
　
　
　
前
伊
豆
守

　
し
た
が
っ
て
、
［
史
料
A
］
の
ほ
う
が
、
よ
り
個
人
的
な
書
状
形
式
で
あ
り
、
［
史

料
B
］
の
ほ
う
が
奉
書
形
式
の
よ
り
正
式
文
書
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
で
は
以
上

の
違
い
の
理
由
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
考
え
ら
れ
る
の
は
、
宛
先
の
地
位
の
違

い
で
あ
る
。
［
史
料
A
］
は
、
伊
予
国
一
宮
の
最
高
神
官
な
の
で
丁
重
な
様
式
を

用
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
対
し
て
［
史
料
B
］
の
余
戸
田
伊
勢
守
は
、
在
地
の
一
領

　
　
　
　
　
　
　
す
　

主
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
よ
り
上
位
の
守
護
代
の
立
場
と
し
て
尊
大
な
様
式

を
用
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
二
番
目
に
は
、
通
恒
の
年
齢
が
考
え
ら
れ
る
。

両
文
書
の
本
文
は
筆
跡
が
異
な
る
の
で
比
較
で
き
な
い
が
、
花
押
に
つ
い
て
言
え

ば
、
［
史
料
A
］
の
ほ
う
が
線
が
太
く
勢
い
が
あ
っ
て
よ
り
若
々
し
い
印
象
を
受

け
る
。
い
っ
ぽ
う
［
史
料
B
］
で
は
少
し
線
が
細
く
全
体
的
に
縦
長
に
な
っ
て
い

て
や
や
枯
淡
の
印
象
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
花
押
か
ら
は
、
［
史
料
A
］
の
ほ

う
が
、
よ
り
若
年
で
の
発
給
か
と
想
像
さ
れ
る
。
ま
た
、
［
史
料
△
に
は
「
以

前
」
と
い
う
文
言
が
あ
る
の
で
、
こ
の
件
に
つ
い
て
大
腐
に
平
行
を
求
め
る
の
は
、

初
め
て
で
は
な
く
二
度
目
だ
と
思
わ
れ
る
。
以
上
の
よ
う
な
理
由
が
総
合
し
て
、

こ
の
よ
う
な
様
式
上
の
違
い
と
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
こ
れ
ま
で
戒
能
氏
で
花
押
が
知
ら
れ
て
い
た
の
は
、
文
安
五
年
（
一
四
四
八
）

　
　
　
　
　
（
1
0
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
！
）

の
下
野
守
通
明
、
天
正
年
間
（
一
五
七
三
～
一
五
九
二
）
の
備
前
入
道
害
意
、
年

　
　
　
　
　
　
　
セ
　

代
不
明
の
彦
右
衛
門
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
通
恒
の
花
押
が
付
け
加
え
ら
れ
た
の
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
1
3
）

が
、
山
内
譲
氏
が
伊
予
河
野
氏
に
つ
い
て
指
摘
し
た
「
家
の
花
押
」
と
呼
ぶ
よ
う

な
花
押
の
共
通
部
分
は
、
戒
能
氏
に
つ
い
て
は
み
あ
た
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。
官

途
名
が
ま
ち
ま
ち
な
の
で
、
各
人
は
戒
能
氏
と
は
い
い
な
が
ら
直
系
の
系
譜
で
な

い
の
か
も
し
れ
な
い
。
実
名
に
つ
い
て
は
、
通
明
と
通
恒
の
二
人
か
ら
い
う
の
は

早
計
で
は
あ
る
が
、
「
通
」
を
通
字
と
し
て
い
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

　
さ
て
、
［
史
料
A
］
の
宛
名
で
あ
る
大
祝
信
濃
守
と
は
誰
だ
ろ
う
か
。
寛
正
六

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

年
（
］
四
六
五
）
の
文
書
の
宛
名
に
も
三
嶋
大
祝
信
濃
守
（
『
県
史
』
で
は
安
英

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
め
　

に
比
定
す
る
）
が
み
ら
れ
る
が
同
一
人
物
で
あ
ろ
う
か
。
三
島
太
真
正
系
図
に
よ

れ
ば
、
安
英
は
宝
徳
二
年
（
一
四
五
〇
）
に
大
祝
職
に
補
任
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
花
押
か
ら
至
徳
二
年
（
一
三
八
五
）
よ
り
も
遡
る
と
思
わ
れ
る
［
史
料
A
］

と
は
六
五
年
以
上
の
開
き
が
あ
る
こ
と
に
な
り
、
同
一
人
物
と
考
え
る
に
は
無
理

が
あ
る
。
年
代
か
ら
考
え
れ
ば
、
安
英
か
ら
五
代
前
の
安
代
（
永
和
元
年
（
＝
二

七
五
）
太
舌
下
に
補
任
）
が
ふ
さ
わ
し
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
信
濃
守
の
注
記

は
無
い
が
、
こ
の
あ
た
り
の
系
図
の
記
事
は
簡
略
な
の
で
、
系
図
編
纂
時
に
資
料

不
足
だ
っ
た
も
の
と
推
測
す
る
。

　
最
後
に
、
余
戸
田
氏
に
関
す
る
新
史
料
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

［
史
料
C
］
（
D
7
）

　
　
　
　
　
ハ
　
ミ
か
こ

　
　
　
　
「
注
進
状
」

□
進

三
嶋
御
供
米
年
々
抑
留
注
文
事

岩
出
左
衛
門
三
郎
入
道
後
家
分
三
石
六
斗
年
々
分

山
本
佐
藤
太
白
六
石
七
斗
年
々
分

　
　
　
　
　
妻
女

余
戸
田
又
六
郎
○
分
八
斗
年
々
分

曲
和
泉
塩
分
血
石
八
斗
年
々
分

吉
松
名
一
方
地
頭
分
十
二
石
九
斗
年
々
分
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右
注
進
如
件
、

　
　
元
弘
三
年
十
一
月
　
日

案
　
大
毒
と
神
大
夫
と
の
相
論

［
史
料
D
］
（
D
9
、
傍
線
は
筆
者
に
よ
る
。
）

　
　
　
　
（
切
封
）

　
　
　
　
　
け
カ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
ロ

　
就
御
籠
之
儀
、
神
大
夫
方
与
被
仰
結
候
之
処
、
善
応
寺
様
善
事
御
判
形
明
競
、

　
御
細
田
落
着
候
、
殊
二
被
成
　
御
書
候
問
、
於
向
後
不
可
相
替
候
、
猶
期
面
拝

　
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
ギ
　

　
「
弘
治
四
」
二
月
十
二
日
　
　
興
生
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
大
三
殿
　
ま
い
る
　
御
宿
所

「
礼
紙
切
封
墨
引
」

［
史
料
E
］
（
D
7
5
、
傍
線
は
筆
者
に
よ
る
。
）

　
　
　
　
（
切
封
ア
ト
）

　
就
三
嶋
宮
御
籠
物
之
儀
、
神
大
夫
方
正
被
仰
結
候
之
処
、

　
以
　
山
鴬
様
御
判
形
明
鏡
之
上
落
着
之
段
、
尤
肝
要
候
、

　
向
後
之
儀
不
可
有
御
相
違
候
、
恐
々
謹
言

　
　
　
　
　
　
　

　
　
「
弘
治
四
年
」
二
月
十
七
日
　
　
通
康
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
大
回
殿
御
宿
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぜ

　
［
史
料
D
］
、
［
史
料
E
］
は
既
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
一
部
読
み
を
修
正
し

た
（
そ
れ
は
、
「
与
」
と
「
仰
結
」
の
語
句
で
あ
る
）
の
で
こ
こ
で
と
り
あ
げ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぽ

い
。
内
容
を
検
討
す
る
前
に
、
「
予
陽
河
野
家
譜
』
の
関
連
部
分
を
引
用
し
て
お
く
。

　
「
弘
治
四
年
二
月
就
三
嶋
宮
造
籠
物
像
儀
、
大
祝
与
神
大
夫
訴
論
出
来
A
矢
、
伍

　
　
同
十
二
日
於
平
岡
大
和
守
房
実
之
役
所
、
有
理
非
決
断
、
為
村
上
出
雲
守
通

　
　
康
胸
妬
緬
名
代
、
原
曲
豆
前
守
興
生
出
席
焉
、
平
岡
下
臣
柳
四
郎
左
衛
門
、
村
上

　
　
被
官
河
井
某
同
出
対
焉
、
評
定
之
席
者
、
村
上
神
助
、
栗
上
左
近
将
監
、
宇

　
　
佐
美
伊
賀
守
、
祝
日
向
守
等
相
列
焉
、
然
於
大
祝
方
者
、
自
後
善
応
寺
殿
所

　
　
賜
之
御
判
形
、
以
為
明
鏡
故
、
速
理
運
落
着
　
、
伍
下
向
後
者
下
描
其
旨
之

　
　
条
、
賜
御
書
於
大
祝
家
云
、

　
　
　
　
就
御
籠
物
之
儀
、
神
大
夫
与
被
仰
結
之
処
、
曽
祖
父
道
基
判
形
以
明
鏡

　
　
　
　
落
着
之
条
、
於
向
後
可
被
事
様
旨
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　
　
弘
治
四
年
二
月
十
二
日
　
　
　
　
　
　
　
　
通
　
宣
　
在
御
判

　
　
　
　
　
　
　
　
大
　
祝
　
殿

　
　
又
村
上
雲
州
通
康
、
原
豊
前
守
興
生
等
各
相
送
支
証
一
通
於
大
面
之
許
畢
、
」

　
こ
の
説
明
に
よ
る
と
、
弘
治
四
年
（
一
五
五
八
）
二
月
、
三
嶋
宮
御
籠
物
の
儀

に
つ
い
て
大
祝
と
神
大
夫
と
の
問
で
訴
論
が
お
こ
っ
た
の
で
、
同
十
二
日
平
岡
大

和
守
房
実
の
役
所
に
お
い
て
理
非
決
断
が
あ
っ
た
。
村
上
出
雲
守
通
康
の
名
代
と

し
て
原
豊
前
守
興
生
が
出
席
し
た
。
平
岡
の
下
臣
（
家
臣
）
柳
四
郎
左
衛
門
、
村

上
被
官
の
河
井
某
も
出
席
し
た
。
評
定
之
席
に
は
、
村
上
神
助
、
栗
上
左
近
将
監
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ソ

宇
佐
美
伊
賀
守
、
祝
日
向
守
等
が
列
席
し
た
。
そ
こ
で
、
大
凶
方
が
後
善
応
寺
殿

（
河
野
教
通
ま
た
は
通
直
、
道
基
、
道
治
と
も
称
す
）
か
ら
賜
っ
た
判
物
が
明
ら

か
で
あ
る
の
で
、
速
や
か
に
大
親
方
が
正
当
で
あ
る
と
裁
決
さ
れ
、
以
後
は
そ
の

旨
を
守
る
べ
き
で
あ
る
と
の
河
野
通
宣
の
御
書
（
［
史
料
F
］
と
呼
ぶ
）
を
大
祝

家
に
賜
っ
た
。
ま
た
、
村
上
出
雲
守
通
康
、
原
豊
前
守
興
生
ら
も
｝
通
ず
つ
証
文

を
大
祝
の
も
と
に
送
っ
た
。

　
こ
の
『
予
陽
河
野
家
譜
」
の
説
明
と
［
史
料
D
・
E
・
F
］
の
内
容
は
よ
く
符

合
し
て
お
り
、
し
か
も
、
村
上
通
康
が
初
め
は
右
衛
門
大
夫
、
後
に
出
雲
守
を
称

し
た
こ
と
、
（
初
め
に
太
郎
左
衛
門
を
称
し
た
）
原
興
生
が
豊
前
守
を
名
乗
る
こ

と
は
一
次
史
料
と
一
致
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
信
懸
魚
を
疑
問
視
さ
れ
る
同

書
で
は
あ
る
が
、
こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
信
用
で
き
る
と
判
断
す
る
。
川
岡
勉
氏

も
、
こ
の
「
組
総
河
野
家
譜
』
の
記
事
は
概
ね
事
実
で
あ
ろ
う
と
し
、
さ
ら
に
、
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府
中
の
行
政
を
担
当
す
る
栗
上
氏
や
、
府
中
周
辺
で
の
活
動
が
認
め
ら
れ
る
宇
佐

美
氏
が
、
村
上
氏
や
祝
氏
と
と
も
に
評
定
の
席
に
列
席
し
た
と
い
う
の
も
妥
当
な

　
　
　
　
　
　
　
　
カ
ソ

と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
と
す
る
。

　
さ
て
、
以
上
を
踏
ま
え
て
［
史
料
D
・
E
］
を
み
て
み
よ
う
。
傍
線
部
分
で
は
、

文
脈
か
ら
神
大
夫
方
（
社
家
の
ひ
と
つ
）
と
（
大
組
と
の
）
相
論
（
訴
論
）
が
起

こ
っ
た
と
い
う
意
味
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
部
分
を
、
山
内
譲
氏
は
そ
れ
ぞ

れ
「
神
大
夫
方
よ
り
被
芸
談
候
之
庭
」
「
神
大
夫
方
よ
り
被
仰
請
上
之
庭
」
、
『
三

島
大
姉
家
譜
資
料
全
』
で
は
「
神
大
夫
方
者
被
仰
給
毒
薬
」
と
解
読
し
て
い
る
が
、

こ
れ
で
は
相
論
が
起
こ
っ
た
と
は
解
釈
し
に
く
い
し
、
字
の
く
ず
し
か
ら
は
、
「
よ

り
」
「
者
」
よ
り
も
「
与
」
、
「
仰
談
」
「
諸
勢
」
「
仰
給
」
よ
り
も
「
仰
結
」
が
適

　
　
　
　
　
　

切
で
あ
ろ
う
。
［
史
料
F
］
で
も
ま
さ
に
「
仰
結
」
と
記
さ
れ
て
い
た
。
「
結
」
と

い
う
漢
字
か
ら
は
「
和
平
を
む
す
ぶ
」
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
連
想
し
や
す
い
が
、

　
　
　
　
　
ヨ
　

『
国
語
大
辞
典
』
に
よ
る
と

　
　
む
す
ぼ
お
る
［
結
ぼ
お
る
］
…
か
ら
み
あ
っ
て
ほ
ど
け
な
く
な
る

　
　
む
す
ぼ
れ
る
［
結
ぼ
れ
る
］
…
結
ば
れ
て
解
け
に
く
く
な
る

と
い
う
意
味
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
仰
結
」
（
お
お
せ
む
す
ぼ
お
る
、
お
お
せ

む
す
ぼ
れ
る
）
に
は
、
話
が
か
ら
み
あ
っ
て
解
決
で
き
な
く
な
る
、
す
な
わ
ち
相

論
に
な
る
と
い
う
意
味
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
「
仰
談
」
は
古
文
書
に
頻
出
す

る
語
句
だ
が
、
「
仰
結
」
は
あ
ま
り
見
か
け
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、

次
の
よ
う
な
類
例
も
存
在
す
る
。

　
　
　
ま
　

［
史
料
G
］
（
傍
線
は
筆
者
に
よ
る
。
）

　
　
今
度
御
当
庵
鯉
山
境
之
儀
、
五
台
山
被
急
結
候
、
為
重
奉
行
可
致
批
判
之
由

　
　
黒
焦
候
、
所
詮
如
先
規
可
然
之
旨
双
方
申
定
候
、
為
向
後
御
意
得
令
童
画
由
、

　
　
得
尊
意
候
、
恐
憧
謹
言
、

　
　
弘
治
弐
年

　
　
　
霜
月
廿
一
日
　
　
　
　
　
　
　
　
覚
世
（
花
押
）

　
　
謹
呈

　
　
　
吸
江
庵
納
所
禅
師

　
こ
れ
は
、
吸
江
庵
（
高
知
市
）
と
五
大
真
竹
林
寺
（
高
知
市
）
と
の
間
で
起
こ

っ
た
山
境
の
相
論
を
、
先
規
の
如
く
行
う
よ
う
に
、
三
奉
行
と
し
て
覚
世
（
長
宗

我
部
二
親
）
が
裁
定
を
下
し
た
文
書
で
あ
る
。
［
史
料
D
、
E
、
F
］
と
ほ
ぼ
同

年
代
に
、
土
佐
国
で
も
「
仰
結
」
の
用
例
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
年
代
は
下
る
が
、
元
和
元
年
（
一
六
一
五
）
九
月
廿
一
日
、
藤
堂
宮
内
少
輔
（
高

吉
）
内
金
沢
十
兵
衛
秀
成
が
、
別
宮
三
嶋
社
（
今
治
市
）
の
権
祝
と
三
嶋
太
祝
と

の
相
論
の
裁
許
を
伝
え
た
文
書
写
（
D
期
・
D
窟
に
も
町
彫
あ
り
）
に
も
「
細
結
」

の
例
が
あ
る
。

　
ま
た
、
「
申
結
」
と
し
て
、
同
じ
く
相
論
の
意
味
で
使
用
さ
れ
た
例
が
あ
る
。

　
　
　
　
ま

［
史
料
H
］
（
傍
線
は
筆
者
に
よ
る
。
）

　
　
　
　
　
　
　
　
（
忌
辰
切
封
墨
引
）

　
　
好
便
之
条
、
令
馳
筆
候
、
抑
其
國
豊
州
之
儀
、
干
今
被
申
結
由
候
、
大
友
事
、

　
　
封
信
長
公
名
疎
略
候
、
殊
更
藝
邊
へ
も
可
及
行
調
画
趣
虞
、
如
此
之
段
無
勿

　
　
躰
候
、
縦
義
久
存
分
錐
在
之
、
此
位
可
申
扱
候
、
宮
内
卿
法
印
、
猪
子
兵
介

　
　
同
前
候
、
則
我
等
へ
之
書
状
、
為
披
見
下
申
候
、
無
異
儀
同
心
商
量
二
異
見

　
　
専
一
候
、
猶
金
鐘
寺
和
尚
二
申
渡
候
、
巨
細
之
段
鼻
知
可
申
候
、
状
如
件
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
月
十
九
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
嶋
津
兵
庫
斎
殿

　
こ
れ
は
、
天
正
八
年
（
一
五
八
○
）
に
近
衛
前
久
が
、
敵
対
す
る
大
友
氏
と
嶋

津
氏
と
の
和
睦
を
斡
旋
す
る
の
で
、
当
主
の
義
久
に
意
見
す
る
よ
う
に
、
そ
の
弟

嶋
津
義
弘
に
尽
力
を
求
め
た
書
状
で
あ
る
。
「
申
結
」
で
も
相
論
な
い
し
敵
対
の
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
　

味
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
他
に
赤
間
神
宮
文
書
に
も
、
「
申
結
」
の
例
が
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
［
史
料
D
～
F
］
の
宛
名
の
大
祝
は
誰
だ
ろ
う
か
。
「
三
嶋
太
下
家

　
〔
2
5
）

系
図
」
の
異
本
で
は
、
安
用
の
項
に
こ
の
弘
治
四
年
（
一
五
五
八
）
の
件
を
記
し

て
い
る
が
、
大
祝
補
任
年
か
ら
す
る
と
天
文
一
五
年
（
一
五
四
六
）
補
任
の
安
忠

が
ふ
さ
わ
し
い
と
思
わ
れ
る
。
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さ
て
、
大
耳
の
言
分
が
正
当
で
あ
る
と
さ
れ
た
根
拠
は
、
［
史
料
E
・
F
］
か

ら
河
野
通
宣
の
曽
祖
父
道
基
（
河
野
教
通
ま
た
は
通
年
ま
た
は
道
治
）
の
花
押
を

す
え
た
文
書
で
あ
っ
た
。
で
あ
る
な
ら
ば
、
［
史
料
D
］
で
「
善
応
寺
様
」
と
あ

る
の
は
、
『
予
料
河
野
家
譜
』
に
あ
っ
た
よ
う
に
「
後
善
応
寺
殿
」
が
正
し
い
。
『
河

　
　
　
　
　
　
ま

野
家
御
過
去
帳
』
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
河
野
刑
部
太
輔
勲
章
旧
卒
月
城

　
　
　
　
　
後
善
応
寺
殿
洪
山
道
基

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
病
死
命
日
明
応
九
年
正
月
廿
日

と
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「
善
応
寺
様
」
で
は
、
河
野
通
治
の
こ
と
に
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
き

っ
て
し
ま
う
。
同
じ
く
『
河
野
家
御
過
去
帳
』
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
河
野
対
馬
守
通
治

　
　
　
　
　
善
応
寺
殿
月
照

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
命
日
貞
治
三
年
五
月
廿
六
日
逝
去

と
記
録
さ
れ
て
い
る
。
（
ま
た
、
［
史
料
D
］
で
は
［
史
料
E
・
F
］
に
あ
る
「
御

籠
物
」
の
「
物
」
を
書
き
落
と
し
て
い
る
。
）

　
で
は
、
こ
の
立
国
発
給
文
書
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
現
存
す
る

文
書
を
見
渡
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
次
の
史
料
が
該
当
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　

［
史
料
1
］

　
　
　
　
　
　
　
　
ウ
ハ
　
　

　
　
　
　
「
三
嶋
宮
大
耳
殿
　
見
通
」

　
　
　
　
　
　
（
端
裏
切
封
墨
引
）

　
三
嶋
宮
へ
御
太
刀
守
久
を
籠
申
候
、
定
御
戸
二
二
魚
苗
御
渡
海
応
問
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
　

　
被
並
置
前
こ
も
御
祈
念
葱
入
候
、
委
細
者
刀
帯
丞
可
申
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
卯
月
十
九
日
　
　
立
通
（
花
押
）

　
　
　
三
嶋
大
祝
聖

　
「
三
嶋
宮
へ
」
「
籠
郵
信
」
の
文
言
が
あ
る
し
、
籠
め
た
の
は
「
御
太
刀
貯
」
と

い
う
「
物
」
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
宛
名
が
「
三
嶋
大
祝
殿
」
と
な
っ
て
お
り
、

「
教
皇
」
の
署
名
と
花
押
が
す
え
て
あ
る
。
［
史
料
D
・
E
・
F
］
の
内
容
・
状

況
に
よ
く
符
合
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
新
出
大
山
祇
神
社
文
書
の
中
に

本
文
書
の
写
が
一
通
存
在
す
る
（
D
8
8
）
の
で
、
こ
の
相
論
に
際
し
て
作
成
さ
れ

た
写
だ
と
解
釈
す
る
と
、
こ
の
推
論
を
補
強
す
る
材
料
と
な
ろ
う
。

　
こ
の
推
定
が
正
し
い
と
す
る
と
、
大
上
と
神
大
夫
は
「
御
太
刀
嬬
」
の
所
有
権

な
い
し
差
配
権
を
め
ぐ
っ
て
争
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
三
嶋
宮
（
大
山
祇
神
社
）

へ
奉
納
さ
れ
た
太
刀
を
め
ぐ
っ
て
何
故
こ
の
よ
う
な
相
論
が
発
生
し
た
の
だ
ろ
う

か
。
結
論
か
ら
い
う
と
、
当
時
の
神
社
の
社
務
は
、
社
家
に
よ
る
当
番
制
だ
っ
た

か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
神
社
に
届
い
た
奉
納
物
な
ど
の
第
一
番
の
所
有
権
な
い

し
差
配
権
は
、
当
番
の
社
家
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
神
社
で
最
高
位
の
神
官

で
あ
る
大
祝
は
、
通
常
不
在
で
あ
っ
た
。
景
浦
勉
氏
に
よ
れ
ば
、
大
祝
屋
敷
は
越

智
郡
高
橋
郷
別
名
塔
本
（
の
ち
の
日
高
村
、
今
は
今
治
市
）
に
あ
っ
た
が
、
天
正

五
年
（
一
五
七
七
）
、
大
祝
安
任
の
時
に
、
宗
家
と
鳥
生
家
の
統
合
に
よ
っ
て
、

居
館
を
別
名
か
ら
同
早
立
花
韮
鳥
生
（
の
ち
に
立
花
村
、
今
は
今
治
市
）
に
移
し

た
。
さ
ら
に
延
宝
三
年
（
一
六
七
五
）
三
月
に
、
大
祝
安
朗
は
松
山
・
今
治
両
藩

主
の
命
に
よ
っ
て
、
今
治
領
鳥
生
村
か
ら
松
山
領
大
三
島
宮
浦
村
の
現
在
地
へ
居

　
　
　
　
　
　

館
を
移
し
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
時
の
大
盗
は
四
国
本
土
に
居
住
し
、

祭
礼
な
ど
の
社
用
が
あ
る
時
に
だ
け
大
三
島
へ
渡
海
し
て
い
た
の
で
、
通
常
の
社

務
は
神
社
や
そ
の
周
辺
に
居
住
し
た
で
あ
ろ
う
社
家
が
輪
番
で
務
め
て
い
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
「
予
陽
盛
衰
記
』
で
は
、
三
島
宮
の
神
官
の
歴
史
に
つ
い
て
、

菅
家
神
官
が
六
官
に
加
わ
る
以
前
に
は
、
越
智
氏
（
神
太
夫
、
擬
神
主
）
、
紀
氏

（
国
神
主
）
、
橘
氏
（
権
の
神
主
）
の
三
家
が
分
か
れ
て
二
四
家
あ
り
、
こ
の
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ち
二
人
宛
て
、
月
代
わ
り
に
社
へ
勤
番
し
た
と
記
し
て
い
る
。
大
受
不
在
で
神
大

夫
が
当
番
を
勤
め
る
三
嶋
宮
に
河
野
教
通
か
ら
「
御
太
刀
符
」
が
届
け
ら
れ
、
［
史

料
1
］
は
大
祝
に
届
け
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。
当
時
の
神
大
夫
が
こ
の
太
刀
の
差
配

を
し
た
の
で
、
「
御
太
刀
貯
」
の
所
有
権
な
い
し
差
配
権
が
神
大
夫
家
に
あ
り
と

河
野
通
宣
の
代
に
な
っ
て
主
張
し
た
も
の
と
推
定
す
る
。
し
か
し
、
［
史
料
1
］

か
ら
河
野
教
通
が
大
祝
に
「
御
太
刀
嬬
」
の
祈
念
と
奉
納
を
依
頼
し
た
こ
と
が
明
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白
で
あ
っ
た
の
で
、
大
祝
に
理
あ
り
と
の
裁
決
が
下
さ
れ
た
も
の
だ
ろ
う
。

　
当
番
の
社
家
が
神
社
へ
の
奉
納
物
の
第
一
番
の
所
有
権
な
い
し
差
配
権
を
有
し

た
と
い
う
考
え
か
た
は
、
「
大
山
積
神
社
文
書
」
巻
子
「
乾
」
（
以
下
、
「
神
社
」

1
と
略
記
す
る
）
の
成
り
立
ち
を
説
明
す
る
根
拠
と
も
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
］

三
通
か
ら
構
成
さ
れ
る
「
神
社
」
1
の
成
り
立
ち
の
特
殊
性
に
つ
い
て
は
、
川
岡

勉
学
が
既
に
述
べ
ら
れ
た
が
（
「
川
岡
」
論
文
）
、
貞
享
三
年
（
一
六
八
八
）
四
月

廿
二
日
、
越
智
大
祝
安
朗
よ
り
六
通
、
菅
曲
豆
前
長
次
よ
り
五
通
、
擬
神
主
越
智
神

太
夫
よ
り
一
通
、
姦
曲
九
郎
太
夫
よ
り
三
通
、
合
計
一
五
通
の
神
前
に
籠
め
ら
れ

た
（
D
掴
）
（
宝
蔵
に
収
め
ら
れ
た
）
文
書
を
中
心
に
成
典
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

一
般
に
、
中
世
文
書
は
宛
名
人
の
家
に
伝
来
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
内
容
に

よ
っ
て
利
益
を
得
る
者
が
所
蔵
す
る
こ
と
も
あ
る
が
、
「
神
社
」
1
各
文
書
の
宛

名
や
内
容
を
み
る
と
、
そ
の
所
蔵
者
に
疑
問
を
抱
く
文
書
が
あ
る
こ
と
に
気
づ

く
。
一
三
通
の
文
書
名
、
提
供
者
、
文
書
の
宛
名
（
ま
た
は
内
容
の
キ
ー
ワ
ー
ド
）

を
列
記
し
て
み
よ
う
。

①
某
下
文

②
地
頭
平
某
下
文

③
橘
某
下
文

④
伊
予
国
検
注
所
下
文

⑤
某
御
教
書

⑥
某
宛
行
状

⑦
散
位
某
奉
書

⑧
僧
興
仙
寄
進
状

⑨
越
智
章
長
引
渡
状

⑩
大
森
直
治
寄
進
状

⑪
村
上
吉
凶
寄
進
状

⑫
大
内
義
隆
寄
進
状

⑬
藤
堂
高
虎
寄
進
状

（
酔
覚
九
郎
太
夫
私
宅
）

白
骨
九
郎
太
夫

（
菅
弥
九
郎
太
夫
私
宅
）

菅
弥
九
郎
太
夫

越
智
神
太
夫

鎌
祝

太
祝

太
猫

足
祝

太
三

太
祝

菅
弥
九
郎
太
夫

菅
豊
前

三
嶋
社
神
官
井
供
僧
等
所
（
国
神
主
代
言
綱
）

伊
予
国
三
嶋
竃
神
官
等
（
菅
原
貞
綱
）

留
守
所
（
権
神
主
菅
原
長
話
）

伊
予
国
田
所
（
諸
山
社
二
季
御
祭
御
供
田
）

三
嶋
庄
神
官
供
僧
御
中

大
野
右
衛
門
尉
永
盛

吉
岡
右
衛
門
入
道

（
三
嶋
大
山
積
大
明
神
御
軍
御
敷
地
）

（
田
所
紀
民
部
大
夫
）
（
厳
重
御
神
用
）
（
免
田
）

（
大
三
島
領
田
地
）

三
嶋
大
明
神

三
嶋
大
明
神

三
嶋
　
菅
宮
大
夫
　
惣
社
中

　
こ
の
う
ち
①
③
は
、
後
の
安
永
二
年
（
一
七
七
三
）
時
点
で
菅
蔵
人
の
私
宅
に

あ
っ
た
文
書
で
あ
る
（
D
6
5
）
。
菅
蔵
人
に
つ
い
て
は
大
山
祇
神
社
文
書
D
5
6
の

後
書
き
に
「
安
永
二
式
年
入
月
　
　
弥
九
郎
大
夫
伜
蔵
人
よ
り
松
山
へ
指
出
ス
写

シ
」
と
あ
る
の
で
、
菅
弥
九
郎
太
夫
家
の
人
物
で
あ
る
。
①
②
③
は
、
菅
原
氏
に

関
す
る
内
・
密
な
の
で
、
菅
原
姓
の
菅
弥
九
郎
太
夫
所
有
は
妥
当
で
あ
ろ
う
。
④
の

諸
山
社
は
大
山
祇
神
社
の
摂
社
の
一
つ
で
あ
る
。
大
山
祇
神
社
文
書
D
1
に
、
「
澤

申
可
被
修
造
伊
予
国
三
下
上
津
宮
下
津
宮
諸
山
社
等
雑
事
日
時
」
と
あ
る
こ
と
か

ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
後
述
す
る
安
永
二
年
の
相
論
で
明
記
さ
れ
る
弥
九
郎
太
夫

家
の
「
国
神
主
代
職
安
前
之
事
」
（
職
務
内
容
を
列
記
し
た
も
の
）
に
は
諸
山
社

に
関
す
る
文
言
が
無
い
の
で
、
こ
の
諸
山
社
二
季
御
祭
御
供
田
に
関
す
る
文
書
が

菅
薦
九
郎
太
夫
所
有
な
の
は
疑
問
で
あ
る
。
⑤
の
越
智
神
太
夫
所
有
も
疑
問
で
あ

る
。
「
三
嶋
庄
神
官
供
僧
御
中
」
宛
な
の
で
神
官
供
僧
を
代
表
し
て
所
有
し
た
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

も
考
え
ら
れ
る
が
、
「
伊
予
国
越
智
郡
宮
浦
村
大
山
積
神
社
明
細
帳
」
に
よ
る
と
、

社
家
の
な
か
で
は
9
番
目
に
記
さ
れ
て
お
り
、
神
太
夫
の
地
位
は
あ
ま
り
高
く
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
　

い
の
で
、
何
ら
か
の
特
別
な
理
由
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
（
た
だ
し
、
「
与
陽
盛
衰
記
』

で
は
、
浮
穴
太
夫
為
世
の
三
男
為
澄
を
以
て
三
島
の
神
官
と
定
め
、
こ
れ
を
越
智

神
太
夫
と
い
い
、
即
ち
擬
神
主
の
家
に
し
て
、
三
島
上
司
越
智
家
の
祖
な
ゆ
と
す

る
。
越
智
・
家
の
第
一
を
擬
神
主
と
す
る
と
あ
る
の
で
、
こ
の
場
合
は
社
家
の
な
か

で
の
地
位
は
高
い
。
）
⑥
⑦
は
吉
岡
庄
に
関
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
長
禄
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ホ
　

年
三
月
三
嶋
御
神
領
を
安
堵
し
た
河
野
通
春
の
判
物
の
な
か
に
「
殊
吉
岡
庄
地
頭

職
内
土
居
分
」
と
み
え
、
ま
た
文
明
一
七
年
八
月
、
河
野
家
の
奉
行
人
重
見
通
昭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

が
大
祝
に
充
て
た
「
申
定
三
理
論
神
領
之
事
」
の
な
か
に
、
＝
　
吉
岡
地
頭
分

百
貫
事
」
と
あ
る
の
で
、
手
継
薄
着
と
し
て
太
祝
所
有
に
帰
し
た
も
の
だ
ろ
う
。

⑧
僧
興
仙
寄
進
状
に
は
「
泰
山
寺
魚
川
殿
寄
進
状
」
と
い
う
端
裏
書
が
あ
る
の
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　

高
橋
郷
別
名
の
大
祝
屋
敷
近
く
の
泰
山
寺
の
僧
が
寄
進
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
寄

進
状
の
「
寺
谷
限
峰
」
の
寺
谷
は
、
高
橋
郷
別
名
の
大
祝
屋
敷
近
く
の
御
尋
社
、

御
鉾
山
の
隣
地
で
あ
っ
て
、
大
三
島
で
は
な
く
こ
の
御
鉾
社
に
寄
進
し
た
も
の
で
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あ
る
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
太
祝
所
有
は
妥
当
で
あ
る
。
⑨
の
田
所
紀
民
部
大

夫
に
引
き
渡
し
た
吉
富
名
は
他
に
み
え
な
い
が
、
「
厳
重
御
神
用
」
「
免
田
」
の
語

句
が
あ
る
の
で
、
大
山
祇
神
社
の
免
田
の
ひ
と
つ
で
あ
ろ
う
か
。
す
る
と
、
太
祝

所
有
は
妥
当
で
あ
ろ
う
。
⑩
⑪
の
孫
祝
所
有
も
妥
当
で
あ
ろ
う
。
⑫
大
内
義
隆
寄

進
状
の
菅
弥
九
郎
太
夫
所
有
は
疑
問
で
あ
る
。
三
嶋
大
明
神
宛
て
な
の
で
、
⑪
の

よ
う
に
太
祝
所
有
な
ら
納
得
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
寄
進
状
が
発
給
さ
れ

た
天
文
一
三
年
九
月
は
、
天
文
伊
予
の
乱
で
湯
築
城
を
お
わ
れ
た
河
野
弾
正
少
弼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ホ
な

通
直
が
帰
城
を
果
た
し
た
直
後
の
混
乱
し
た
時
期
で
あ
っ
て
、
伊
予
一
宮
の
あ
る

大
三
島
付
近
を
大
内
氏
が
支
配
し
て
い
る
こ
と
を
高
ら
か
に
宣
伝
し
た
重
要
文
書

と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
菅
弥
九
郎
太
夫
所
有
は
疑
問
で
あ
る
。
⑬
は
、
コ
ニ
嶋

菅
宮
大
夫
　
惣
社
中
」
の
宛
名
が
あ
る
が
、
菅
薦
之
太
夫
に
は
曲
贈
官
守
に
任
じ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　

れ
た
者
が
あ
る
の
で
、
菅
豊
前
所
有
は
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
か
ら
は
、
疑
問
の
残
る
④
⑤
⑫
の
所
有
者
を
説
明
す
る
た
め
に
は
、
当
番

の
社
家
が
神
社
へ
の
奉
納
物
の
第
一
番
の
所
有
権
な
い
し
差
配
権
を
有
し
た
と
考

え
る
と
理
解
し
や
す
い
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
換
言
す
れ
ば
、
大
高
の
統
制

力
に
対
し
て
、
社
家
の
自
立
性
が
高
か
っ
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
ま
た
、
貞
享
三
年
四
月
に
菅
豊
前
が
籠
め
た
＝
三
嶋
大
明
神
縁
起
　
一
通
、

一
同
由
来
書
　
一
通
、
一
事
宝
物
之
書
付
　
一
冊
」
（
D
廻
）
に
も
疑
問
を
感
じ

る
。
神
社
に
と
っ
て
最
重
要
書
類
と
思
わ
れ
る
の
に
、
な
ぜ
五
畜
が
管
理
し
て
い

な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
、
ま
ず
大
祝
こ
そ
が
こ
れ
ら
の
書
類
を
作
成

す
る
立
場
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
に
、
大
層
が
所
有
し
て
い
な
い
と
は
不
思
議
で

あ
る
。
神
社
の
所
在
す
る
現
地
で
の
保
管
が
優
先
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点

に
つ
い
て
は
、
後
考
を
待
ち
た
い
。

　
さ
て
、
も
う
一
度
［
史
料
D
～
F
］
に
も
ど
っ
て
み
よ
う
。
こ
れ
ら
の
文
書
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　

つ
い
て
、
山
内
譲
受
は
、

　
　
　
「
三
島
宮
の
「
古
物
」
を
め
ぐ
る
大
繭
と
社
家
神
大
夫
の
紛
争
に
対
し
て
、

　
　
河
野
左
京
大
夫
通
宣
が
、
曽
祖
父
由
基
（
河
野
教
通
1
1
通
直
）
の
発
し
た
文

　
　
書
を
根
拠
に
し
て
大
呼
に
理
あ
り
と
の
判
断
を
示
し
、
そ
れ
を
重
臣
村
上
通

　
　
康
を
通
じ
て
大
冊
に
伝
え
さ
せ
、
村
上
通
康
は
、
家
臣
原
興
生
に
そ
の
施
行

　
　
を
命
じ
た
と
い
う
の
が
、
こ
の
一
連
の
文
書
の
物
語
る
事
実
で
あ
ろ
う
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

と
解
釈
し
た
の
に
対
し
て
川
岡
勉
氏
は
、
「
文
書
の
日
付
や
文
言
を
子
細
に
検
討

し
て
み
る
と
、
そ
う
単
純
で
は
な
い
」
と
し
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
　
　
「
通
康
の
名
代
で
あ
る
興
生
の
文
書
（
［
史
料
D
］
に
あ
た
る
、
筆
者
注
、

　
　
以
下
同
様
）
は
、
同
日
付
の
憎
々
安
堵
状
（
［
史
料
F
］
に
あ
た
る
）
を
受

　
　
け
て
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
、
通
康
安
堵
状
（
［
史
料
E
］

　
　
に
あ
た
る
）
は
通
宣
・
興
生
の
文
書
が
出
て
か
ら
五
日
後
で
あ
り
、
し
か
も

　
　
通
宣
の
裁
定
を
受
け
た
こ
と
を
示
す
文
言
を
含
ん
で
い
な
い
。
通
康
の
文
書

　
　
は
河
野
氏
か
ら
自
立
的
な
立
場
で
同
じ
内
容
の
裁
定
を
下
し
た
と
い
う
形
式

　
　
を
と
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
府
中
地
域
に
お
け
る
来
島
氏
の
自
立

　
　
的
な
存
在
形
態
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
慶
祝
氏
は
、
い
わ
ば
河
野
氏

　
　
と
来
島
氏
の
両
方
か
ら
権
益
の
保
証
を
か
ち
と
っ
た
の
で
あ
り
、
来
島
氏
は

　
　
河
野
氏
の
重
臣
と
い
う
立
場
に
と
ど
ま
ら
な
い
自
立
性
を
確
保
し
な
が
ら
府

　
　
中
支
配
を
展
開
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
」

　
筆
者
も
基
本
的
に
は
川
岡
説
に
賛
成
で
あ
る
。
山
内
説
は
、
文
書
の
発
給
者
の

地
位
か
ら
み
た
一
般
的
な
文
書
発
給
の
流
れ
を
述
べ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
場
合

は
文
書
の
日
付
や
文
言
を
子
細
に
検
討
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
っ
て
、
川
岡
氏
の

着
眼
点
は
す
ば
ら
し
い
。
し
か
し
、
「
通
康
の
文
書
は
河
野
氏
か
ら
自
立
的
な
立

場
で
同
じ
内
容
の
裁
定
を
下
し
た
と
い
う
形
式
を
と
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ

に
、
府
中
地
域
に
お
け
る
来
島
氏
の
自
立
的
な
存
在
形
態
を
読
み
取
る
こ
と
が
で

き
る
。
」
と
い
う
部
分
に
つ
い
て
は
、
違
和
感
を
覚
え
る
。
川
岡
氏
も
概
ね
事
実

で
あ
ろ
う
と
し
た
『
予
陽
河
野
家
譜
』
の
関
連
部
分
に
立
ち
返
っ
て
み
る
と
、
村

上
通
康
の
名
代
と
し
て
原
興
生
が
理
非
決
断
の
場
に
出
席
し
た
の
で
あ
る
。
（
川

岡
氏
自
身
も
「
通
康
の
名
代
で
あ
る
興
生
の
文
書
」
と
記
し
て
い
る
。
）
と
い
う

こ
と
は
、
他
出
と
か
体
調
不
良
等
の
理
由
で
通
康
は
不
在
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
通
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康
が
出
席
し
て
い
た
な
ら
ば
、
本
来
は
通
宣
の
文
書
と
同
日
付
の
通
康
の
文
書
発

給
が
行
わ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
通
康
は
不
在
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、

名
代
の
興
生
が
同
日
付
で
添
状
を
発
給
し
た
の
で
あ
る
。
「
殊
二
百
成
　
御
書
候

問
」
と
、
欠
字
で
敬
意
を
表
し
た
「
御
書
」
は
、
［
史
料
F
］
の
通
宣
の
文
書
と

み
て
間
違
い
あ
る
ま
い
。
し
か
し
、
興
生
の
文
書
に
は
、
既
述
し
た
よ
う
に
、
「
後

善
応
寺
様
」
を
「
善
応
寺
様
」
と
誤
っ
た
り
、
「
御
撮
物
」
の
「
物
」
を
落
と
し

た
り
と
間
違
い
が
あ
っ
た
の
で
、
大
童
は
通
康
の
文
書
も
欲
し
が
っ
た
の
か
も
し

れ
な
い
。
［
史
料
D
］
に
あ
っ
た
「
猶
書
面
番
結
」
の
文
言
が
［
史
料
E
］
に
無

い
の
で
、
大
祝
は
通
康
に
面
談
し
て
文
書
を
求
め
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
通
康
が

帰
っ
て
き
て
文
書
を
認
め
た
の
は
五
日
後
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
と
き
に
は

通
宣
の
裁
定
が
下
さ
れ
た
の
は
自
明
の
こ
と
な
の
で
、
そ
の
裁
定
を
う
け
た
と
い

う
文
言
を
記
さ
な
か
っ
た
だ
け
で
は
な
か
ろ
う
か
。
河
野
教
通
の
こ
と
を
通
宣
の

文
書
と
同
じ
く
「
道
基
」
様
と
記
し
た
り
、
「
落
着
之
段
、
尤
肝
要
候
、
」
と
通
宣

の
裁
定
の
内
容
を
再
確
認
し
て
い
る
の
で
、
通
宣
の
名
前
こ
そ
挙
げ
て
い
な
い
も

の
の
、
内
容
か
ら
は
通
宣
の
裁
定
を
受
け
て
出
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
ろ

う
。
そ
も
そ
も
、
「
河
野
氏
か
ら
自
立
的
な
立
場
で
同
じ
内
容
の
裁
定
を
下
」
す

の
な
ら
ば
、
平
岡
房
実
の
役
所
で
行
わ
れ
た
理
非
決
断
の
場
そ
の
も
の
を
否
定
す

る
こ
と
に
な
り
、
自
分
の
名
代
と
し
て
原
興
生
を
出
席
さ
せ
る
こ
と
と
矛
盾
し
て

し
ま
う
。
し
た
が
っ
て
、
五
日
後
の
点
と
、
通
宣
の
裁
定
を
受
け
た
文
言
が
無
い

こ
と
か
ら
「
府
中
地
域
に
お
け
る
来
島
氏
の
自
立
的
な
存
在
形
態
を
読
み
取
る
こ

と
」
は
い
か
が
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
し
か
し
、
大
祝
が
通
康
の
文
書
も
必
要
と
し
た
と
、
い
う
事
実
か
ら
は
、
通
音
の

重
臣
だ
か
ら
と
い
う
事
に
と
ど
ま
ら
ず
、
府
中
地
域
支
配
に
と
っ
て
の
来
島
氏
の

重
要
性
は
動
か
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
『
野
老
河
野
家
譜
』
に
よ
れ
ば
平
岡
房

実
の
役
所
で
理
非
決
断
の
場
が
行
わ
れ
た
と
い
う
の
に
、
通
式
の
添
状
を
な
ぜ
平

岡
房
実
が
発
給
し
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
場
所
を
提
供
し
た
者
は
添
状
を
出
さ

な
い
と
い
う
ル
ー
ル
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
府
中
地
域
の
問
題
だ
っ
た
の

で
村
上
通
康
の
文
書
が
必
要
と
さ
れ
た
の
だ
と
解
釈
し
た
い
。

　
次
の
よ
う
に
、
通
康
が
大
山
祇
神
社
に
と
っ
て
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
こ

と
を
示
唆
す
る
史
料
が
あ
る
。

［
史
料
J
］
（
D
9
8
、
傍
線
部
は
見
セ
消
チ
を
示
す
）

　
　
下
　
　
　
　
　
三
嶋
宮
五
位
職
六
事

　
　
　
　
令
補
任
　
散
位
越
智
熊
若
丸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
民
部
五
郎
丸

　
　
右
以
人
所
定
補
重
職
也
、
傍
社
家
宜
承
知
、
敢
訳
註
失
、
故
以
下

　
　
　
大
永
書
意
年
三
月
三
日
辰
刻

　
　
　
　
　
　
擬
神
主
樋
口
権
太
夫
散
位
越
智
宿
禰

　
　
　
　
　
　
修
理
行
事
宮
之
太
夫
散
位
菅
原
朝
臣

　
　
　
　
　
　
権
神
主
中
山
太
夫
散
位
越
智
宿
禰

　
　
　
　
　
　
卑
官
森
野
太
夫
散
位
越
智
宿
禰

　
　
　
　
　
　
六
官
福
江
之
太
夫
散
位
菅
原
朝
臣

　
　
　
　
　
　
　
政
所
執
事

　
　
　
　
　
　
宮
奉
行
小
頭
勘
太
夫
菅
原
朝
臣

　
　
　
　
命
令
承
知
畢

　
　
　
　
　
大
宮
司
従
五
位
下
底
祝
兼
兵
庫
介
越
智
混
用

　
　
　
　
　
　
村
上
出
雲
守
越
智
宿
禰
通
康

　
こ
れ
は
、
越
智
民
部
五
郎
を
三
嶋
宮
五
位
職
に
任
じ
た
補
任
状
の
写
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
き

こ
の
民
部
五
郎
は
系
図
か
ら
、
擬
神
主
十
代
、
的
井
民
部
五
郎
太
夫
重
澄
の
こ
と

と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
下
文
と
い
う
古
風
な
様
式
と
い
い
、
五
位
に
補
任
す
る

為
に
日
付
け
だ
け
で
な
く
「
辰
刻
」
と
い
う
刻
限
を
記
す
ほ
ど
緊
迫
し
た
状
況
な

の
か
、
疑
問
が
生
じ
る
。
そ
こ
で
、
類
例
が
な
い
の
か
調
べ
て
み
る
と
、
近
世
に

は
ほ
ぼ
同
形
式
（
た
だ
し
、
書
き
出
し
は
「
三
島
宮
下
五
位
職
痛
事
」
で
、
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

祝
の
署
名
よ
り
後
ろ
即
ち
村
上
通
康
の
部
分
の
名
は
無
い
）
の
補
任
状
控
が
多
数

残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
様
式
の
五
位
職
補
任
状
が
存
在
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し
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
刻
限
を
記
し
た
理
由
は
、
後
述
す
る
安
永
二
年
の
相
論

　
　
　
お
　

の
史
料
に
よ
り
明
ら
か
に
な
る
。

　
「
三
嶋
宮
神
官
十
人
之
面
々
、
嫡
子
嫡
孫
出
生
仕
候
而
百
日
目
二
始
而
右
出
生

之
子
御
社
江
参
詣
仕
て
、
太
祝
聖
惣
社
人
不
残
昇
平
、
仕
官
連
判
太
祝
奥
印
仕
候

五
位
ノ
補
任
状
ヲ
相
認
、
神
前
江
献
シ
勤
行
有
之
、
右
出
生
之
赤
子
無
為
致
頂
戴

候
聖
楽
人
付
内
、
越
智
氏
五
人
砂
弄
五
人
二
而
候
、
越
智
氏
菅
氏
相
交
リ
古
老
二

随
ひ
六
人
六
官
与
号
シ
、
衣
冠
二
瀬
相
勤
申
候
」

「
三
嶋
宮
神
官
者
叙
五
位
候
補
任
ヲ
取
、
其
補
任
ヲ
以
古
老
之
駿
州
官
二
進
ミ
衣

冠
ヲ
着
シ
候
、
尤
補
任
状
二
巴
職
二
補
ル
ト
申
儀
則
六
官
五
位
職
之
事
序
御
座

候
、
誕
生
後
早
速
補
任
状
ヲ
取
風
儀
、
早
ク
十
重
二
進
度
日
時
ヲ
争
候
」

「
社
法
古
例
之
通
、
補
任
之
順
ヲ
以
福
江
太
夫
義
六
官
二
進
候
様
可
致
旨
申
候
」

　
ま
た
、
正
徳
三
年
（
一
七
一
三
）
三
月
二
八
日
の
越
智
安
山
（
安
朗
）
の
嘆
願

状
（
C
2
1
／
1
1
）
に
は
、

「
一
上
官
拾
人
　
右
拾
人
之
神
官
者
補
任
状
ヲ
以
年
数
次
第
二
経
昇
、
第
一
よ
り

第
六
迄
を
六
官
と
名
ケ
、
残
而
四
人
夕
食
二
相
次
而
補
任
之
次
第
二
順
ひ
各
当
職

廻
り
持
二
相
勤
申
候
」

　
以
上
か
ら
は
、
越
智
氏
五
人
二
五
五
人
か
ら
成
る
三
嶋
宮
神
官
の
上
官
十
人

は
、
嫡
子
嫡
孫
が
出
生
し
て
百
日
目
に
参
詣
し
て
、
こ
の
赤
子
に
五
位
職
補
任
状

（
上
位
六
人
か
ら
成
る
六
官
が
連
判
し
太
祝
が
奥
印
）
を
頂
戴
す
る
。
こ
の
補
任

状
の
順
序
に
従
っ
て
六
官
に
昇
進
す
る
た
め
、
そ
の
日
時
が
問
題
と
な
る
の
で
、

刻
限
ま
で
記
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
解
る
。

　
い
つ
ぼ
う
、
村
上
通
康
が
出
雲
守
を
称
す
る
初
見
史
料
は
、
土
居
聡
朋
氏
が
紹

　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

介
し
た
三
好
実
休
書
状
で
あ
る
。
土
居
氏
は
、
永
禄
元
年
（
一
五
五
八
）
ま
た
は

同
二
年
（
一
五
五
九
）
に
比
定
し
て
お
り
、
［
史
料
J
］
が
発
給
さ
れ
た
大
永
四

年
2
五
二
四
）
に
は
、
ま
だ
出
雲
守
に
任
じ
て
い
な
い
。
そ
も
そ
も
、
通
康
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ソ

永
正
一
六
年
（
一
五
一
九
）
生
ま
れ
で
あ
る
か
ら
、
大
永
四
年
で
は
数
え
年
で
わ

ず
か
六
歳
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
［
史
料
J
］
は
、
日
付
以
下
の
六
人
（
六
官
）
が
連
判
し
（
た

だ
し
、
こ
こ
で
は
「
判
」
等
の
記
載
は
な
い
）
心
祝
多
用
が
奥
印
（
や
は
り
こ
こ

に
も
「
判
」
の
記
載
が
な
い
）
し
て
越
智
民
部
五
郎
を
三
嶋
宮
五
位
職
に
任
じ
た

補
任
状
を
、
出
雲
守
に
任
じ
た
村
上
通
康
が
後
か
ら
了
承
し
証
判
を
す
え
た
（
や

は
り
こ
こ
に
も
「
判
」
の
記
載
は
な
い
）
こ
と
に
な
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
［
史
料
J
］
を
詳
細
に
検
討
す
る
と
、
そ
の
信
葱
性
に
疑
義
が
生

じ
る
。
五
位
職
に
任
ず
る
宛
名
を
ま
ず
「
熊
若
丸
」
と
記
し
た
が
、
「
丸
」
を
消

し
、
さ
ら
に
「
熊
若
」
も
消
し
て
、
「
民
部
五
郎
丸
」
と
書
き
、
さ
ら
に
「
丸
」

を
訂
正
し
て
い
る
。
ま
た
、
発
給
者
の
六
官
最
後
の
勘
太
夫
の
肩
書
き
を
「
奉
行

小
頭
」
と
書
い
た
後
「
政
所
執
事
」
に
訂
正
し
て
い
る
。
原
文
書
を
横
に
置
い
て

写
し
た
場
合
に
、
こ
の
よ
う
な
問
違
い
か
た
を
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
一
番
重
要
な

宛
名
を
、
三
回
忌
修
正
す
る
の
は
、
い
か
に
も
不
自
然
で
あ
る
。
村
上
通
康
の
署

名
部
分
も
同
筆
な
の
で
、
大
永
四
年
に
本
文
書
を
作
成
す
る
た
め
の
下
書
き
で
は

な
い
。
お
そ
ら
く
後
世
に
、
越
智
熊
若
丸
に
対
す
る
五
位
職
補
任
状
を
も
と
に
、

越
智
民
部
五
郎
が
三
嶋
宮
五
位
職
に
任
じ
ら
れ
た
と
す
る
文
書
を
偽
作
す
る
た
め

の
下
書
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
た
と
え
［
史
料
J
］
が
偽
作
さ
れ
た
も
の
と
し
て
も
、
神
官
の
五
位
職
補
任
を

通
康
が
追
認
す
る
よ
う
な
権
限
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
伝
承
が
大
山
祇
神
社
に
あ

っ
た
こ
と
は
聞
違
い
な
い
。
や
は
り
、
大
三
島
周
辺
の
府
中
地
域
支
配
に
と
っ
て
、

来
島
氏
は
重
大
な
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
大
祝
と
神
大
夫
と
の
相
論
は
、
［
史
料
D
～
F
］
が
初
め
て
で
は
な
か

っ
た
。

個
　
大
広
と
神
大
夫
と
の
相
論
（
そ
の
2
）

［
史
料
K
］
（
D
！
0
）

　
就
談
合
出
符
可
症
候
虞
、
談
衆
得
居
・
大
内
事
者
違
例
不
及
一
宮
、
其
外
土
居

　
伊
豆
守
・
平
岡
・
久
枝
風
気
由
申
候
て
不
罷
出
候
問
、
談
合
相
延
延
、
さ
候
専
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逆
祝
・
神
大
夫
申
事
、
富
者
社
家
事
候
之
間
、
重
見
・
中
・
木
原
罷
越
誉
者
、

　
我
ら
も
出
符
仕
手
て
可
申
合
に
て
候
庭
、
中
・
木
原
目
を
以
外
煩
候
由
、
今
日

申
越
候
条
、
先
相
延
候
、
神
大
夫
者
四
日
道
後
へ
罷
越
候
つ
る
、
子
細
共
申
候
、

　
暗
中
へ
罷
出
候
て
可
己
惚
複
占
候
つ
る
、
以
前
之
連
判
衆
を
も
可
召
渡
に
て

　
候
、
此
方
へ
も
差
越
度
候
へ
共
、
談
衆
一
人
二
人
な
ら
す
差
合
妻
問
無
其
儀
候
、

　
少
も
我
ら
無
閣
儀
候
、
此
趣
を
内
々
祝
殿
へ
万
有
物
語
候
、
五
月
六
月
間
必
要

　
出
符
丁
、
内
儀
為
心
得
申
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　
　
四
月
十
一
日
　
　
　
　
　
通
直
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ウ
ハ
　
　

　
　
　
　
　
「
（
切
封
墨
引
）

　
　
　
　
　
　
［
上
］

　
　
　
　
　
杜
漏
右
京
亮
殿
　
　
　
通
直
」

　
発
給
者
の
女
直
は
、
そ
の
花
押
か
ら
道
々
、
道
治
と
も
称
し
た
河
野
教
通
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

る
。
山
内
譲
氏
に
よ
れ
ば
、
発
給
年
は
文
明
六
年
（
一
四
七
四
）
か
ら
明
応
九
年

（一

ﾜ
〇
〇
）
の
問
、
宛
名
の
栗
上
右
京
亮
は
通
正
で
あ
る
と
い
う
。
山
内
氏
は
、

　
　
　
　
　
ぜ

別
の
論
文
で
は
、
文
明
＝
年
（
一
四
七
九
）
か
ら
同
一
五
年
（
一
四
八
三
）
の

間
と
す
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
［
史
料
D
～
F
］
に
登
場
し
た
直
撃
の
時
代
に

も
、
大
工
と
神
大
夫
と
の
間
で
相
論
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
本
史
料
の
内
容
の
要
点
は
、
大
話
と
神
大
夫
と
の
相
論
を
血
中
（
府
中
）
で
談

合
し
て
裁
決
す
る
予
定
で
あ
っ
た
が
、
談
合
メ
ン
バ
ー
の
重
臣
た
ち
が
色
々
な
病

気
の
た
め
延
期
す
る
の
で
、
内
々
に
三
殿
（
大
祝
一
族
だ
が
大
畠
に
就
任
し
て
い

な
い
人
物
を
指
す
）
へ
伝
え
る
よ
う
に
と
、
教
通
か
ら
栗
上
通
正
に
宛
て
た
も
の

で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
談
合
メ
ン
バ
ー
に
注
目
し
た
い
。
ま
ず
、
「
感
喜
」

と
し
て
、
得
率
・
大
内
・
土
居
伊
豆
守
・
平
岡
・
久
枝
氏
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、

次
に
社
家
の
こ
と
だ
か
ら
と
し
て
重
見
・
中
・
木
原
の
三
人
（
こ
の
三
人
は
社
家

奉
行
か
も
し
れ
な
い
）
、
そ
し
て
「
以
前
之
連
判
衆
」
も
い
る
ら
し
い
。
宛
名
の

栗
上
氏
も
こ
の
メ
ン
バ
ー
の
ど
こ
か
に
入
る
の
だ
ろ
う
。

　
い
っ
ぽ
う
、
大
祝
と
神
大
夫
と
の
相
論
と
い
う
点
で
は
同
じ
な
の
に
、
既
述
し

た
［
史
料
D
～
F
］
の
談
合
の
構
成
メ
ン
バ
ー
は
大
き
く
様
変
わ
り
し
て
い
た
。

す
な
わ
ち
、
平
岡
大
和
守
甘
草
の
役
所
に
お
い
て
、
原
興
生
（
村
上
通
康
の
名
代
）
、

平
岡
の
家
臣
の
柳
四
郎
左
衛
門
、
村
上
被
官
の
河
井
某
、
村
上
神
助
、
彫
上
左
近

将
監
、
宇
佐
美
伊
賀
守
、
祝
日
向
守
等
が
列
席
し
た
。
［
史
料
K
］
と
重
複
す
る

の
は
平
岡
氏
、
彫
上
氏
だ
け
で
、
他
の
メ
ン
バ
ー
は
す
っ
か
り
入
れ
替
わ
っ
て
し

ま
っ
て
い
る
。
裁
決
の
た
め
の
す
べ
て
の
談
合
が
、
こ
の
メ
ン
バ
ー
で
固
定
さ
れ

て
い
た
わ
け
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
天
文
伊
予
の
乱
等
を
経
て
、
河
野
家

の
重
臣
構
成
が
大
き
く
変
化
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ま
た
、
談
合
の
場
所
も
変
化
し
て
い
る
。
［
史
料
K
］
で
は
府
中
、
［
史
料
D
～

F
］
は
平
岡
大
和
守
房
実
の
役
所
で
あ
っ
た
。
山
内
譲
氏
は
、
府
中
に
守
護
所
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

置
か
れ
そ
こ
で
談
合
さ
れ
た
と
想
定
さ
れ
て
い
る
が
、
川
岡
勉
氏
は
、
こ
の
守
護

所
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
「
守
護
所
と
捉
え
る
べ
き
か
ど
テ
か
は
と
も
か
く
と
し

　
　
　て

」
と
や
や
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。
南
北
朝
期
に
河
野
通
歴
が
河
野
郷
土
居
の
館

に
お
り
、
そ
の
子
通
宝
が
府
中
立
花
郷
の
毘
沙
下
館
に
居
て
、
河
野
氏
は
二
つ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゐ
　

支
配
拠
点
を
核
に
活
動
し
て
い
た
と
い
う
府
中
立
花
郷
の
毘
沙
帰
館
を
指
し
て

「
府
中
」
と
呼
ん
で
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
い
っ
ぽ
う

の
平
岡
大
和
守
旧
実
の
役
所
が
ど
こ
に
在
っ
た
の
か
は
不
明
だ
が
、
『
予
陽
河
野

家
譜
』
の
書
き
方
か
ら
は
府
中
で
は
な
く
湯
築
城
近
辺
の
印
象
を
受
け
る
。
あ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

か
も
、
『
伊
予
三
尊
古
城
之
図
』
に
「
戒
能
筋
」
と
記
さ
れ
、
戒
能
氏
の
居
館
が

湯
築
城
近
く
に
想
定
さ
れ
る
の
と
同
様
に
、
平
岡
氏
が
居
館
と
し
た
荏
原
城
以
外

に
も
湯
築
城
近
辺
に
館
を
構
え
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
談
合
の
場
所
が
府
中

か
ら
湯
築
城
近
辺
に
変
わ
っ
た
の
だ
と
す
る
と
、
河
野
教
通
か
ら
通
宣
の
時
代
へ

と
時
が
た
つ
間
に
、
府
中
の
政
治
的
重
要
度
が
相
対
的
に
低
下
し
た
の
か
も
し
れ

な
い
。

　
さ
て
、
［
史
料
K
］
の
談
合
で
ど
の
よ
う
な
裁
決
が
下
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

筆
者
は
次
の
史
料
が
該
当
す
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

　
　
　
　
ヨ

［
史
料
L
］
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三
嶋
宮
社
例
之
次
第
井
　
屋
形
様
社
参
之
趣
、
社
家
中
へ
錐
御
尋
候
、
儀
篇
不

　
調
候
間
、
任
先
規
、
大
童
安
守
所
持
候
代
々
之
母
御
事
書
之
旨
、
可
被
勤
行
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
ロ

　
也
、
自
今
以
後
、
神
官
供
僧
等
違
背
先
例
於
致
神
樹
察
例
等
之
煩
輩
者
、
耳
垂

　
庭
重
科
状
如
件
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
通
昭
奉
之

　
文
明
十
三
年
六
月
廿
九
日

ま
ず
、
年
代
が
［
史
料
H
］
の
推
定
年
に
あ
て
は
ま
る
。
日
付
は
「
五
月
六
月
間

必
可
出
符
候
」
と
あ
っ
た
通
り
ま
さ
に
六
月
で
あ
る
。
聾
者
の
通
昭
は
「
談
衆
」

に
記
さ
れ
て
い
た
「
重
見
」
氏
で
あ
る
。
内
容
が
大
暑
と
、
（
神
大
夫
の
名
こ
そ

無
い
も
の
の
）
神
官
供
僧
と
の
相
論
の
裁
定
で
あ
る
。
以
上
か
ら
、
「
史
料
K
」

と
［
史
料
L
］
は
非
常
に
関
係
が
深
い
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

　
本
史
料
の
内
容
を
考
察
す
る
前
に
、
古
文
書
の
形
態
面
に
つ
い
て
述
べ
る
と
（
原

文
書
を
実
見
し
た
わ
け
で
は
な
く
写
真
に
よ
る
）
、
折
紙
で
あ
り
、
奉
者
の
通
昭

の
花
押
が
な
く
、
宛
名
は
擦
り
切
れ
て
い
て
解
読
で
き
な
い
。
D
2
1
に
写
が
あ
る

が
、
や
は
り
宛
名
や
「
判
」
等
の
記
載
は
な
い
。
裏
花
押
か
と
も
想
像
す
る
が
、

確
認
で
き
て
い
な
い
。
宛
名
に
つ
い
て
は
、
本
史
料
を
収
め
る
「
大
山
積
神
社
文

書
」
巻
子
「
坤
」
一
四
通
の
う
ち
五
通
が
大
童
宛
で
あ
る
し
、
他
の
文
書
の
内
容

も
大
立
関
係
と
思
わ
れ
る
の
で
、
お
そ
ら
く
大
慶
宛
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
写

真
で
見
え
る
最
後
の
文
字
の
臨
画
か
ら
す
る
と
⊃
二
世
宮
」
か
も
し
れ
な
い
が
、

宛
名
は
三
文
字
程
度
の
ス
ペ
ー
ス
し
か
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
大
祝
所
蔵
文

書
と
思
わ
れ
る
。

　
さ
て
、
内
容
で
あ
る
が
、
三
嶋
宮
社
例
之
次
第
な
ら
び
に
屋
形
様
（
河
野
教
通
）

社
参
の
趣
に
つ
い
て
社
家
中
へ
尋
ね
た
が
、
い
っ
こ
う
に
そ
の
儀
が
調
わ
な
い
の

で
、
こ
れ
ま
で
通
り
大
悟
安
守
が
所
持
し
て
い
る
代
々
の
御
事
書
の
旨
に
任
せ
て

勤
行
せ
よ
。
こ
れ
以
後
、
神
官
供
僧
等
が
先
例
を
違
え
て
神
事
祭
郎
等
の
煩
を
起

こ
し
た
な
ら
ば
、
厳
重
に
処
罰
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
「
通
昭
奉
之
」
と
あ

る
の
で
、
重
見
通
昭
が
河
野
教
通
の
意
を
奉
じ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
教
通
は
、
大

聖
の
裁
量
権
を
再
確
認
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
出
て
く
る
「
大
細
長
守
所
持
候
代
々
之
御
事
書
」
が
何
な
の
か
こ
れ
ま

で
は
不
明
で
あ
っ
た
が
、
「
伊
予
国
第
＝
呂
三
嶋
社
大
層
職
井
八
節
供
祭
相
等
事
」

と
い
う
記
録
（
以
下
、
八
節
供
祭
礼
記
録
と
略
す
）
を
さ
す
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

貞
治
三
年
本
を
書
写
し
た
近
世
初
期
の
一
本
に
次
の
よ
う
な
大
祝
安
長
が
記
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　

奥
書
が
あ
る
と
い
う
。

　
　
　
「
此
記
者
、
貞
治
年
間
、
世
祖
太
祝
安
顕
所
書
記
之
三
嶋
宮
事
書
而
、
代
々

　
　
　
伝
之
、
以
令
社
務
也
、
（
以
下
省
略
）
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
4
）

　
ま
た
、
安
永
二
年
の
相
論
の
史
料
に
よ
る
と
、

　
　
　
「
白
雲
家
之
事
書
与
三
品
御
用
二
親
間
、
可
玉
出
旨
二
付
、
拙
者
申
達
候

　
　
　
者
、
太
息
家
二
連
事
書
与
導
者
、
八
節
祭
礼
之
式
二
而
候
、
」

と
あ
る
の
で
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
八
節
供
祭
礼
記
録
は
、
大
国
職
と
年
間
八
回
目
神
事
（
八
節
供
）
に
つ
い

て
記
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
教
通
は
具
体
的
に
は
ど
の
内
容
を
さ
し
て
そ
の
勤
行

を
命
じ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
は
、
こ
の
文
明
一
三
年
頃
の
時
代
背
景
の
考
察

が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　

　
川
岡
塁
塞
に
よ
る
と
、
対
立
す
る
庶
流
家
の
通
春
と
寛
正
伊
予
の
乱
に
際
し
講

和
し
た
教
通
（
惣
領
家
）
は
、
応
仁
の
乱
勃
発
に
あ
た
り
と
も
に
山
名
氏
方
の
西

軍
に
与
し
て
い
た
が
、
応
仁
元
年
十
二
月
ま
で
に
伊
予
に
帰
国
し
、
同
三
年
五
月

ま
で
に
東
軍
に
転
じ
た
。
西
幕
府
が
通
春
を
伊
予
国
守
護
に
補
任
し
た
と
考
え
ら

れ
る
の
に
対
し
、
細
川
勝
元
死
後
の
文
明
五
年
十
一
月
に
東
幕
府
か
ら
伊
予
国
守

護
に
任
じ
ら
れ
る
。
在
京
し
て
活
動
す
る
通
春
に
対
し
、
電
通
は
伊
予
国
内
の
平

定
を
進
め
よ
う
と
す
る
と
い
う
。
こ
の
間
の
教
通
の
活
動
を
物
語
る
史
料
が
大
山

祇
神
社
に
も
残
さ
れ
て
い
る
。
応
仁
元
年
十
二
月
に
三
嶋
大
霜
政
所
に
宛
て
て
禁

（
5
6
）

制
を
発
し
、
敵
対
す
る
「
重
見
近
江
守
・
森
山
・
大
野
其
他
数
十
人
」
を
打
ち
取

　
　
（
5
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
8
V

つ
た
り
、
「
医
座
理
事
」
を
「
落
居
」
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
「
医
座
之
事
」
と
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　

医
座
山
城
を
さ
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
「
愛
媛
県
の
地
名
』
で
は
医
座
山
城
を
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大
内
氏
の
居
城
と
し
、
三
座
山
の
麓
に
あ
る
魚
座
寺
は
大
内
氏
累
代
の
祈
願
所
で

あ
っ
た
と
い
う
が
、
こ
の
時
の
敵
対
勢
力
が
大
内
氏
で
あ
る
と
の
確
証
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

い
っ
ぽ
う
、
通
春
は
文
明
九
年
十
二
月
に
大
白
宿
傍
ホ
境
内
に
禁
制
を
出
し
て
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

り
、
こ
の
頃
に
は
帰
国
し
て
活
動
を
始
め
た
ら
し
い
。
山
内
心
密
に
よ
る
と
、

　
「
こ
の
よ
う
に
、
「
正
任
記
」
で
見
る
限
り
文
明
一
〇
年
の
時
点
で
通
春
方
が

　
巻
き
返
し
に
成
功
し
た
か
に
見
え
る
が
、
長
期
的
に
見
れ
ば
、
通
直
方
の
優
勢

　
は
動
か
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
文
明
一
二
年
＝
月
に
通
番
が
国
分
寺

　
の
規
式
を
定
め
た
り
、
翌
＝
二
年
に
替
手
寺
の
再
興
に
取
り
組
ん
だ
り
し
て
い

　
る
事
実
は
、
両
氏
の
争
い
に
一
応
の
決
着
が
つ
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で

　
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
か
あ
ら
ぬ
か
、
「
築
山
本
」
は
文
明
一
四
年
閏
七
月

　
一
四
日
に
通
春
が
湊
山
城
で
死
去
し
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
　

こ
の
な
か
の
、
石
手
直
再
興
は
、
そ
の
棟
札
に
よ
る
と
、
文
明
一
二
年
十
月
廿
八

日
に
始
め
翌
一
三
年
五
月
三
日
に
完
成
し
同
廿
日
に
堂
供
養
と
御
本
尊
を
移
し
て

い
る
。
［
史
料
L
］
は
そ
の
直
後
の
タ
イ
ミ
ン
グ
に
あ
た
る
。
こ
の
状
況
と
、
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
　

節
供
祭
礼
記
録
と
の
関
係
を
求
め
る
と
、
次
の
四
月
の
祭
礼
の
記
事
が
該
当
す
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
「
於
国
司
御
庁
館
屋
、
以
大
祝
令
擬
大
明
神
、
令
封
上
卿
割
仰
間
口
官
人
召
取

犯
人
。
煙
叡
議
除
目
以
下
色
々
御
神
事
、
以
大
祝
号
大
明
神
。
是
則
国
±
安
寧
之
祭

礼
、
万
民
与
楽
之
儀
式
、
厳
重
無
双
之
御
神
事
、
崇
敬
無
上
姉
御
祈
立
命
。
同
廿

三
日
上
卿
井
職
掌
官
人
・
氏
長
者
・
氏
人
以
下
色
々
役
人
等
、
令
参
烈
大
宮
之

時
、
越
権
神
主
向
干
大
駆
令
二
百
、
御
封
熱
雷
止
立
心
次
第
仕
官
二
日
。
当
日
大

島
令
封
上
卿
姻
司
奉
読
大
業
文
。
是
併
奉
射
　
天
皇
帝
、
右
心
武
将
・
五
畿
七
道

安
穏
曲
豆
満
、
無
病
延
命
、
除
災
与
楽
、
天
下
随
分
御
祈
疇
、
熱
中
第
一
客
位
神
事

也
。
」

　
す
な
わ
ち
、
宿
敵
通
春
を
打
倒
し
た
教
具
が
名
実
と
も
に
国
司
と
し
て
、
伊
予

国
一
宮
で
あ
る
大
山
祇
神
社
に
参
拝
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
推
測
す
る
。
［
史
料

K
］
の
四
月
以
前
に
は
準
備
に
入
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
神
社
の
祭
礼

や
教
通
の
社
参
に
つ
い
て
大
祝
と
神
大
夫
を
は
じ
め
と
す
る
神
官
供
僧
た
ち
と
の

相
論
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
を
裁
定
す
る
談
合
を
重
臣
た
ち
の
色
々
な
病
気

の
た
め
に
延
期
し
て
い
る
［
史
料
K
］
に
は
、
合
戦
の
緊
迫
感
は
感
じ
ら
れ
な
い
。

勝
利
の
安
息
に
浸
っ
て
い
た
も
の
か
。
そ
し
て
、
六
月
に
［
史
料
L
］
の
裁
決
を

下
し
た
も
の
だ
ろ
う
。
こ
の
時
期
か
ら
す
れ
ば
、
教
程
の
社
参
は
十
一
月
の
予
定

だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
八
節
供
祭
礼
記
録
の
十
一
月
祭
礼
に
は
「
尊
皇
如

四
月
御
神
事
」
と
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
う
考
え
た
と
き
に
、
面
白
い
こ
と
に
気
が
付
い
た
。
教
通
が
山
内
重
氏
の
い

　
　

う
花
押
H
か
ら
花
押
皿
へ
変
更
す
る
時
期
に
一
致
す
る
の
で
あ
る
。
直
通
が
伊
予

国
内
の
平
定
を
進
め
て
い
る
段
階
の
『
県
史
』
　
一
四
三
一
号
、
一
四
七
三
号
、
一

四
七
四
号
で
は
花
押
H
で
あ
っ
た
。
対
し
て
、
［
史
料
K
］
は
花
押
皿
で
あ
る
。

山
内
着
工
に
よ
れ
ば
、
花
押
皿
の
上
限
を
示
す
記
年
文
書
は
文
明
一
一
年
↓
二
月

　
　
　
　
　
　
　
あ
　

＝
二
日
の
二
神
文
書
で
あ
る
。
文
明
一
〇
年
の
通
春
優
勢
状
況
を
打
破
し
ほ
ぼ
覇

権
を
確
立
し
た
こ
と
が
、
花
押
を
（
少
し
で
は
あ
る
が
）
変
更
す
る
理
由
と
な
っ

た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

二
　
近
世
に
お
け
る
文
書
管
理

　
近
世
の
大
山
祇
神
社
文
書
の
中
に
、
同
社
の
中
世
文
書
に
関
す
る
記
事
が
散
見

さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
文
書
管
理
の
観
点
か
ら
そ
の
史
料
を
紹
介
し
て
い
き
た
い
。

た
だ
し
、
一
万
点
に
近
い
膨
大
な
史
料
の
中
か
ら
、
解
読
が
す
ん
だ
ご
く
一
部
の

史
料
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
将
来
解
読
が

進
め
ば
、
さ
ら
に
多
く
の
関
連
史
料
と
新
た
な
史
実
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

ω
　
「
正
安
四
年
二
月
廿
八
日
　
後
伏
見
難
業
論
旨
之
写
」
の
記
事

　
「
御
論
旨
御
令
旨
御
教
書
之
部
」
（
D
4
4
）
と
題
し
た
文
書
目
録
中
で
、

書
に
つ
い
て
、

こ
の
文

一3！一



地域創成研究年報第7号（2012年）

　
　
　
「
右
者
従
古
来
太
祝
家
相
所
持
致
命
、
本
紙
三
嶋
宮
宝
蔵
二
納
爆
撃
、
元

　
　
　
亨
二
年
正
月
十
九
日
之
夜
、
兵
火
二
而
本
社
ヲ
誤
信
土
蔵
迄
不
二
致
焼

　
　
　
失
、
依
之
太
祝
家
ノ
以
早
書
度
々
禁
中
江
奉
伺
候
事
」

と
記
さ
れ
て
い
る
。
現
在
「
神
社
」
2
－
1
と
し
て
ま
さ
に
写
が
伝
存
し
て
い
る

本
文
書
は
、
大
知
所
持
の
正
文
を
宝
蔵
に
収
め
て
い
た
と
こ
ろ
、
元
亨
二
年
（
一

三
二
二
）
（
史
料
に
よ
っ
て
そ
の
日
時
が
異
な
る
こ
と
は
、
「
川
岡
論
文
」
を
参
照

の
こ
と
）
の
兵
火
の
た
め
に
焼
失
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

倒
　
貞
享
三
年
（
＝
ハ
八
六
）
四
月
廿
二
日

　
既
に
第
一
章
第
二
項
で
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
時
に
越
智
大
嶺
安
朗
よ
り
六

通
、
菅
豊
前
長
次
よ
り
五
通
、
擬
神
主
越
智
神
太
夫
よ
り
一
通
、
菅
勘
九
郎
太
夫

よ
り
三
通
、
合
計
一
五
通
の
文
書
類
が
神
前
に
窄
め
ら
れ
た
（
宝
蔵
に
収
め
ら
れ

た
）
（
D
胆
、
史
料
の
内
容
に
つ
い
て
は
「
川
岡
論
文
」
の
［
史
料
9
］
を
参
照

さ
れ
た
い
。
）
。
ま
た
、
こ
の
社
人
中
証
文
自
体
も
宝
蔵
に
収
め
ら
れ
て
い
た
こ
と

は
、
「
右
証
文
其
外
書
黒
米
宝
蔵
二
入
罷
在
、
此
目
録
共
相
生
有
之
」
と
記
さ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
文
書
類
は
、
こ
の
後
も
宝
蔵
に

収
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
記
録
に
み
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　

　
囚
　
『
御
鎮
座
本
縁
並
寳
基
傳
後
世
記
録
』

　
元
禄
四
年
（
一
六
九
一
）
の
記
事
に
次
の
よ
う
に
記
す
。

　
「
元
禄
四
梓
年
十
一
月
二
十
二
日
、
寳
蔵
・
経
蔵
二
宇
建
立
被
仰
付
、
寳
物
者

寳
草
江
相
盛
メ
、
佛
像
・
経
類
ハ
経
蔵
工
納
ル
、
左
面
通
」
と
し
て
記
す
リ
ス
ト

の
中
に
、
「
一
由
来
書
　
一
巻
、
一
縁
起
　
一
巻
、
一
古
書
翰
塑
舗
男
茎
　
拾
五
通
」

等
を
記
し
、
さ
ら
に
、
「
右
者
寳
骨
湯
神
前
内
陳
等
二
相
納
リ
候
分
、
草
子
御
座

候
」
と
述
べ
る
。
建
立
さ
れ
た
丸
紅
な
ら
び
に
「
神
前
内
陳
」
に
納
め
ら
れ
た
こ

れ
ら
の
品
は
、
貞
享
三
年
四
月
に
菅
豊
前
が
籠
め
た
＝
三
嶋
大
明
神
縁
起
　
一

通
、
一
同
由
来
書
　
】
通
、
一
位
宝
物
之
書
付
　
］
冊
」
（
D
皿
）
に
一
致
す
る
。

寳
物
ノ
書
付
一
通
を
除
い
た
十
四
通
の
古
書
翰
に
は
、
貞
享
三
年
四
月
に
神
前
に

籠
め
た
残
り
十
二
通
の
文
書
と
社
人
中
証
文
一
通
が
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
が
、
残
り
の
一
通
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
れ
ね

　
圖
　
享
保
十
九
年
（
一
七
三
四
）
四
月
、
「
三
島
宮
御
宝
物
帳
」

　
こ
の
記
録
の
中
に
、
＝
縁
起
壱
巻
　
由
来
書
壱
巻
　
右
書
キ
物
数
通
以
上
箱

引
入
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
点
で
は
、
箱
に
入
れ
て
収
め
ら
れ
て
い
る
。

興
味
深
い
こ
と
に
、
宝
物
の
管
理
に
関
す
る
記
述
が
末
尾
に
あ
る
。

　
「
右
御
宝
物
、
当
時
訳
者
郡
奉
行
御
代
官
以
相
対
宝
蔵
二
相
納
候
処
、
向
後
社

人
中
江
相
渡
候
様
被
　
仰
出
候
付
、
此
度
逐
一
相
改
、
帳
面
之
通
無
相
違
引
渡
申

所
如
件
、
　
享
保
十
九
期
年
四
月
四
日
　
早
瀬
彦
八
（
印
）
」
と
し
て
、
「
社
務
政

所
　
越
智
太
廟
堂
」
以
下
十
官
の
宛
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ま
で

は
郡
奉
行
御
代
官
が
立
会
い
の
も
と
に
宝
蔵
に
納
め
て
い
た
が
、
こ
れ
か
ら
は
社

人
中
に
任
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
8
）

　
◎
宝
暦
十
二
年
（
一
七
六
二
）
七
月
、
「
日
本
総
鎮
守
三
島
宮
御
宝
物
改
帳
」

　
こ
の
記
録
の
中
に
「
一
、
縁
起
一
巻
、
由
来
書
一
巻
、
古
書
物
十
五
通
　
以
上

箱
入
、
内
一
通
ハ
宝
物
早
書
附
」
と
み
え
て
い
る
。
こ
の
帳
面
の
冒
頭
に
は
、
上

記
の
享
保
十
九
年
の
い
き
さ
つ
を
述
べ
た
後
に
、

　
「
当
歳
六
月
廿
七
日
よ
り
本
社
江
差
出
、
七
月
廿
三
日
迄
致
風
入
、
夫
々
相
改

　
宝
蔵
江
相
納
申
者
也
、
　
宝
暦
十
二
粁
年
七
月
　
社
務
祈
疇
所
兼
政
所
　
太
祝

　
越
智
宿
称
安
躬
」

　
こ
の
よ
う
に
、
宝
物
に
風
入
を
し
て
、
一
々
改
め
て
宝
蔵
へ
納
め
た
の
で
あ
る
。

前
記
吻
で
述
べ
た
貞
享
三
年
四
月
廿
二
日
の
社
人
中
証
文
の
写
が
作
成
さ
れ
た
の

も
、
こ
の
と
き
の
風
入
に
際
し
て
で
あ
っ
た
。
包
紙
上
書
（
D
本
甲
1
）
に
「
宝

暦
十
二
壬
午
年
七
月
御
宝
物
風
入
門
付
取
出
し
写
し
置
く
、
宝
蔵
江
相
納
期
書
札

控
社
人
中
証
文
写
し
、
太
重
安
躬
」
と
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
6
9
）

の
風
入
に
つ
い
て
の
関
連
記
事
が
、
宝
暦
十
二
年
正
月
　
社
中
井
私
用
碑
面
日
記

に
記
録
さ
れ
て
い
る
。
記
主
で
あ
る
太
重
安
躬
は
、
後
述
す
る
大
壷
職
停
職
離
職

事
件
に
登
場
す
る
安
屋
の
息
子
に
当
た
る
。
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個
　
宝
暦
十
二
年
（
一
七
六
二
）
十
月
、
文
書
箱
書
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

『
今
治
郷
土
史
　
資
料
編
　
古
代
・
中
世
』
に
よ
れ
ば
、
大
山
積
神
社
文
書
・
三

島
家
文
書
を
収
納
す
る
文
書
箱
が
五
つ
あ
る
ら
し
い
。
こ
の
翻
刻
で
は
省
略
さ
れ

て
い
る
が
、
口
絵
写
真
を
よ
く
見
る
と
、
「
川
岡
論
文
」
で
い
う
箱
1
・
H
・
V

に
は
「
宝
暦
十
二
壬
午
歳
十
月
　
太
祝
安
警
守
之
」
と
い
う
箱
書
も
読
み
取
れ
る
。

他
の
箱
に
つ
い
て
は
不
明
な
が
ら
、
お
そ
ら
く
同
様
の
記
載
が
あ
る
も
の
と
推
定

さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
上
記
◎
で
七
月
に
宝
物
を
一
々
改
め
て
宝
蔵
へ
納
め
た
太
祝

安
躬
は
、
同
年
十
月
に
は
古
文
書
も
改
め
た
の
で
あ
る
。
新
出
大
山
祇
神
社
文
書

中
に
は
九
通
の
文
書
目
録
が
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
D
3
7
・
3
9
・
4
4
・
4
8
・
6
6
は
同

一
筆
跡
で
、
し
か
も
末
尾
に
「
以
上
0
0
通
　
一
巻
」
の
よ
う
に
書
く
同
一
様
式

で
記
し
て
い
る
（
た
だ
し
、
D
4
4
は
後
欠
）
。
こ
の
五
通
の
文
書
目
録
と
箱
書
の

太
祝
安
躬
の
筆
跡
が
近
似
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
現
物
を
調
査
し
な
け
れ

ば
断
定
は
で
き
な
い
が
、
筆
跡
が
一
致
す
る
可
能
性
は
高
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
古
文
書
を
改
め
た
安
躬
は
、
文
書
目
録
を
作
成
し
、
箱
書
き
を
記
し

て
各
々
の
巻
子
を
収
納
し
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
五
通
を
含
む
文
書
目
録
と
箱
書
か

ら
、
川
岡
氏
が
元
の
巻
子
の
文
書
構
成
と
箱
へ
の
収
納
状
況
を
復
元
で
き
た
こ
と

（「

?
ｪ
論
文
」
参
照
）
も
、
逆
説
的
な
が
ら
そ
の
証
左
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
、
成
鳥
や
文
書
箱
の
作
成
時
期
が
こ
の
と
き
な
の
か
ど
う
か
は
、
い
ま
だ
不

明
で
あ
る
。

回
　
宝
暦
十
三
年
（
［
七
六
三
）
正
月
廿
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ロ

　
「
宝
暦
十
三
年
正
月
　
諸
願
井
社
私
用
日
記
」
の
同
日
条
に
は
、
中
世
文
書
に

関
す
る
興
味
深
い
記
事
が
あ
る
。

　
コ
、
去
六
月
雨
勝
之
節
郡
奉
行
鈴
木
物
右
衛
門
殿
御
出
、
太
書
家
之
旧
記
其

　
　
　
　
外
書
宿
替
御
覧
雇
入
申
候
所
、
御
城
下
へ
持
参
可
致
旨
被
申
立
故
、
去

　
　
　
　
十
月
持
参
墨
画
所
、
不
離
裏
内
出
来
致
シ
去
ル
廿
三
日
物
右
衛
門
殿
よ

　
　
　
　
り
受
取
、
左
之
通
相
成
書
候
、

　
　
　
　
　
覚

一
、
御
論
旨
・
御
教
書
二
巻
回

　
　
　
但
シ
内
一
通
別
心
表
具
有
之
、
以
上
拾
通

一
、
下
文
書
出
シ
立
願
書
井
寄
進
状
等
十
六
通
　
一
巻
㈲

一
、
六
波
羅
下
文
八
通
　
一
巻
㈲

一
、
輪
島
職
補
任
状
五
通
　
一
巻
同

一
、
書
出
類
拾
四
通
　
一
巻
回

一
、
河
野
家
之
書
翰
拾
四
通
　
］
巻
q
り

一
、
同
拾
六
通
　
一
巻
図

一
、
美
作
守
様
御
書
出
し
　
一
巻
㈲

　
以
上
九
巻

右
軸
通
御
受
取
可
被
下
候
、
以
上
、

　
　
正
月
廿
五
日
　
　
　
　
三
嶋
太
祝

　
長
井
助
左
衛
門
様

　
右
亡
妻
相
認
、
長
井
助
左
衛
門
殿
へ
持
参
、
尤
　
　
直
次
郎
様
御
覧
被
層
畳
旨

　
二
付
重
出
ス
、
右
御
覧
相
済
後
言
奉
行
中
こ
も
御
覧
被
成
由
二
付
指
出
ス
、
今

　
明
朝
之
内
　
　
直
次
郎
様
御
屋
敷
へ
持
参
可
致
旨
助
左
衛
門
殿
挨
拶
有
之

　
又
付
箋
）
太
祝
家
旧
簡
　
直
次
郎
御
覧
被
遊
度
二
付
指
出
ス
、
右
相
済
七
曲

　
　
　
　
　
行
中
御
覧
可
被
成
之
旨
、
尤
取
次
長
井
助
左
衛
門
也
、
尤
旧
翰
不

　
　
　
　
　
残
裏
打
致
巻
物
二
相
成
、
郡
奉
行
鈴
木
物
右
衛
門
殿
世
話
也
、
」
」

　
　
　
　
　
　
（
回
～
㈲
は
便
宜
的
に
筆
・
者
が
記
入
）

　
す
な
わ
ち
、
昨
年
六
月
に
郡
奉
行
鈴
木
物
右
衛
門
が
お
い
で
に
な
り
、
太
祝
家

の
「
旧
記
至
愚
書
翰
等
」
を
御
覧
に
入
れ
た
と
こ
ろ
、
御
城
下
へ
持
参
す
る
よ
う
に

言
わ
れ
た
の
で
昨
年
十
月
に
持
参
し
た
。
こ
の
た
び
残
ら
ず
裏
打
ち
が
で
き
た
の

で
今
月
二
十
三
日
に
受
け
取
っ
た
が
、
直
次
郎
様
（
松
山
藩
七
代
藩
主
定
功
の
幼

名
）
が
御
覧
に
な
り
、
そ
の
後
御
奉
行
中
も
御
覧
に
な
り
た
い
と
の
事
な
の
で
、
取
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次
の
長
井
助
左
衛
門
へ
渡
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
回
か
ら
α
D
の
巻
子
が

挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
は
た
し
て
、
前
年
宝
暦
十
二
年
の
文
書
箱
書
等
か
ら
各
巻
子

と
箱
へ
の
収
納
状
況
を
復
元
し
た
「
川
岡
論
文
」
第
二
節
と
合
致
す
る
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
「
美
作
守
様
御
書
出
し

二
代
藩
主
松
平
定
時
判
物
（
D
鵬
）
を
指
し
て
お
り
、

一
通
だ
け
別
の
文
書
箱
に
収
納
さ
れ
て
い
る
。

な
い
。
裏
打
を
や
り
か
え
た
際
に
、

う
か
。
と
す
れ
ば
、

二
分
す
る
ま
で
に
も
、

る
。
こ
こ
か
ら
は
、

あ
る
宝
暦
十
二
年
十
月
時
点
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

（h）　余自　　　　　　　余自　　　　　　　余自　余臼　　　　　　　余自

のV　　　IV　　　皿I　　　I
コ
美第第第第第第第第第第第
作　一　三　ニ　一　三　ニ　一　一　三　ニ　一

細巻巻巻巻巻巻巻巻巻巻巻
　
巻
名
な
し

　
巻
名
な
し

　
巻
名
な
し

　
巻
名
な
し

「
下
文
書
出
立
願
状
寄
進
状
等
十
六
通
」
…
㈲
と
一
致
す
る

「
従
六
波
羅
下
文
八
通
」
…
…
…
…
…
…
・
－
㈲
と
一
致
す
る

「
書
出
禁
制
書
十
四
通
」
…
：
…
…
…
：
…
・
・
回
と
一
致
す
る

「
祝
安
親
軍
忠
申
状
三
通
」

「
河
野
家
書
翰
十
四
通
」
…
…
…
…
…
…
・
－
ω
と
一
致
す
る

「
河
野
家
書
翰
十
六
通
」
・
…
…
…
…
…
…
・
画
と
一
致
す
る

「
尊
氏
将
軍
御
教
書
」

　
　
　
　
　
一
巻
」
は
、
延
宝
四
年
三
月
五
日
付
け
の
今
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
現
在
は
巻
物
で
は
な
い
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
2
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
以
上
を
除
い
た
同
、
同
が
一
致
し

　
　
　
　
　
　
巻
子
の
構
成
を
少
し
変
更
し
た
も
の
で
あ
ろ

明
治
時
代
に
「
大
山
積
神
社
文
書
」
と
「
三
島
家
文
書
」
に

　
巻
子
の
手
直
し
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
あ
る
と
想
像
さ
れ

「
川
岡
論
文
」
が
復
元
し
た
状
況
は
、
あ
く
ま
で
も
箱
書
に

固
　
文
化
六
年
（
［
八
〇
九
）

　
D
3
5
、
8
6
に
は
、
ど
ち
ら
に
も
文
書
の
発
給
年
か
ら
文
化
六
年
迄
の
年
数
が
記

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
両
文
書
と
も
別
宮
社
に
関
す
る
内
容
で
あ
る
。
こ
の
年
に

別
宮
社
を
め
ぐ
っ
て
何
か
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
後
考
を
待
ち
た
い
。

㈲
　
社
家
名
の
書
き
込
み

　
新
出
大
山
祇
神
社
文
書
を
解
読
し
て
い
て
気
が
付
く
こ
と
は
、
磯
川
い
つ
み
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
3
）

も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
社
家
の
文
書
の
写
し
を
示
す
書
き
込
み
が
多
い
こ
と
で

あ
る
。
例
え
ば
、

　
D
7
8
…
菅
福
江
太
夫
一
跡
依
慨
怠
村
上
河
内
守
よ
り
書
出
シ
ニ
通
写
シ

　
D
臨
…
右
越
智
久
保
太
夫
家
所
持
写
シ

　
D
謝
…
越
智
神
太
夫
家
系
図
写
し
一
通

　
D
鷹
…
越
智
神
太
夫
家
所
金
聾
書
写

　
こ
の
よ
う
に
、
菅
福
江
太
夫
（
二
通
）
、
越
智
久
保
太
夫
（
一
通
）
、
越
智
神
太

夫
（
二
通
）
、
各
家
の
文
書
の
写
が
含
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
最
も
多
い
の
は

「
菅
弥
九
郎
太
夫
」
と
い
う
文
言
を
含
む
書
き
込
み
で
あ
っ
て
、
九
通
も
存
在
す

る
（
本
文
中
の
記
載
も
含
む
）
。

　
D
5
5
…
宝
蔵
二
丁
分
　
菅
弥
九
郎
太
夫

　
D
5
6
…
安
永
二
巳
年
八
月
　
弥
九
郎
太
夫
伜
蔵
人
よ
り
松
山
へ
斗
出
ス
写
シ

　
D
6
3
…
（
此
）
書
付
ハ
大
塚
主
膳
罷
越
節
、
村
上
・
日
野
御
出
、
弥
九
郎
太
夫

　
　
　
　
家
ノ
補
任
状
等
御
吟
味
写
来
候
、
其
刻
私
方
へ
も
控
置
分
二
而
、
（
御
）

　
　
　
　
役
所
二
御
飯
も
輩
下
御
座
候
へ
共
、
懸
御
目
（
後
欠
）

　
　
　
　
菅
弥
九
郎
太
夫
　
宝
蔵
二
有
分

　
　
　
　
右
弥
九
郎
太
夫
所
持
宝
蔵
二
有

　
D
6
4
…
菅
弥
九
郎
太
夫
　
宝
蔵
二
有
分

　
D
6
5
…
安
永
二
面
年
十
一
月
廿
九
日
　
菅
蔵
人
　
於
当
所
会
所
右
心
奉
行
付
中

　
　
　
　
江
差
出
ス
写
魚
取
控

　
D
8
0
…
然
ル
上
ハ
、
国
神
主
モ
弥
九
郎
太
夫
一
軒
ニ
モ
不
限
、
又
永
宣
旨
モ
無

　
　
　
　
之
、
甚
不
審
也

　
D
8
1
…
弥
九
郎
太
夫
家
倉
簡
写
し

　
D
胆
…
〆
三
通
菅
弥
九
郎
太
夫
よ
り
籠
申
分

　
D
獅
…
菅
弥
九
郎
太
夫
家
書
付
写
シ
一
通
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D
8
0
か
ら
は
、
国
神
主
と
い
う
文
言
も
菅
弥
九
郎
太
夫
家
と
関
係
し
て
い
る
こ

と
が
明
ら
か
な
の
で
、
「
国
神
主
（
代
）
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
を
探
す
と
、
上
記

と
の
重
複
も
含
め
て
、
D
1
6
、
1
7
、
5
3
、
5
4
、
5
5
、
5
6
、
7
6
、
7
7
、
8
0
、
8
！
の
十

通
存
在
す
る
。
以
上
か
ら
は
、
安
永
二
年
に
菅
弥
九
郎
太
夫
家
と
特
別
に
何
か
あ

っ
た
ら
し
い
と
想
像
で
き
る
。
は
た
せ
る
か
な
、
安
永
二
年
九
月
の
社
私
幣
用
日

ホ
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
こ

記
の
表
紙
に
「
菅
家
藤
棚
　
出
訴
之
歳
也
」
と
い
う
記
載
が
見
つ
か
っ
た
。
ま
た
、

「
此
帳
面
、
外
社
家
詰
所
よ
り
大
祝
家
高
望
金
歯
来
候
儀
記
シ
有
之
、
為
証
拠
、

安
永
二
巳
年
出
入
之
女
松
山
江
出
ル
、
三
冊
之
内
」
と
記
し
た
貼
紙
が
、
元
文
六

年
正
月
の
社
番
井
日
記
、
寛
保
二
年
正
月
の
日
記
井
立
番
帳
、
寛
延
四
年
五
月
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
島
宮
社
番
日
記
の
表
紙
に
貼
付
さ
れ
て
い
る
。
や
は
り
、
安
永
二
年
に
「
菅
家

之
社
」
人
が
出
訴
に
お
よ
び
出
入
（
相
論
）
が
発
生
し
た
た
め
に
文
書
写
し
が
作

成
さ
れ
た
ら
し
い
こ
と
が
分
か
る
。
先
に
記
し
た
D
7
8
は
「
慨
怠
」
と
い
う
言
葉

が
あ
る
の
で
相
論
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
他
の
D
鴎
、
D
謝
、
D
鵬
に

つ
い
て
は
相
論
と
の
関
係
は
不
明
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
こ
れ
か
ら
は
安
永
二
年
の
菅
弥
九
郎
太
夫
家
を
中
心
と
し
た
相
論
を

み
て
い
ぎ
だ
い
。

ω
　
大
穴
職
停
職
離
職
事
件

　
安
永
二
年
の
菅
弥
九
郎
太
夫
一
件
に
関
す
る
史
料
を
読
み
進
め
る
う
ち
に
、
そ

の
根
底
に
は
大
停
職
停
職
離
職
事
件
が
存
在
す
る
こ
と
に
気
が
付
い
た
。
八
節
供

　
　
　
　
　
　
　
　
　

祭
礼
記
録
に
よ
る
と
、
大
祝
は
半
大
明
神
と
号
し
、
弓
箭
を
携
え
ず
国
境
を
出
ず
、

連
日
の
御
神
事
を
専
ら
と
し
て
、
大
立
の
書
い
た
文
を
以
て
御
神
体
と
な
し
、
こ

れ
を
読
み
奉
る
を
以
て
御
神
託
と
な
し
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
権
威
の
あ
る
大

祝
が
、
停
職
や
離
職
の
憂
き
目
に
あ
っ
た
と
は
大
き
い
驚
き
で
あ
る
が
、
根
岸
茂

　
　
　
　
　
ロ

夫
氏
の
論
考
に
導
か
れ
な
が
ら
概
観
し
て
み
た
い
。

　
ま
ず
万
治
元
年
（
「
六
五
八
）
大
祝
三
巴
は
、
社
家
の
「
部
と
祭
祀
権
を
め
ぐ

っ
て
相
論
に
お
よ
び
、
松
山
藩
に
よ
り
停
職
を
命
じ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
一
七
年

後
の
延
宝
三
年
（
一
六
七
五
）
に
松
山
・
今
治
両
藩
は
、
そ
の
孫
の
越
智
安
朗
の

大
祝
帰
職
を
認
め
、
さ
ら
に
大
三
島
に
居
住
す
る
よ
う
に
命
じ
て
、
松
山
藩
主
松

平
定
長
は
屋
敷
地
を
、
今
治
藩
主
松
平
定
時
は
黄
金
と
材
木
を
与
え
た
。
さ
ら
に
、

畑
島
は
、
大
祝
を
両
藩
領
の
社
家
頭
に
任
じ
た
。
そ
の
時
の
延
宝
四
年
三
月
五
日

付
け
の
松
平
定
時
判
物
（
D
鵬
）
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
安
長
に
つ
い
て
、
所
理
喜
夫
氏
は
万
治
二
年
に
は
大
耳
職
に
復
し
た
と
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　

が
、
安
否
の
玄
孫
の
「
大
農
安
躬
手
記
」
に
は
、
「
一
安
長
社
参
御
別
面
之
後
、

延
寳
三
年
迄
暫
之
内
、
三
島
本
宮
江
太
祝
出
勤
不
仕
候
」
と
あ
る
の
で
、
こ
こ
で

は
根
岸
説
に
従
っ
て
お
き
た
い
。

　
い
っ
ぽ
う
、
大
三
島
に
移
住
し
て
新
た
に
社
家
の
支
配
に
乗
り
出
し
た
安
朗

と
、
従
来
か
ら
日
常
の
社
務
を
掌
握
し
て
い
た
有
力
社
家
は
摩
擦
を
生
じ
、
正
徳

二
年
（
一
七
一
二
）
安
朗
は
社
家
の
一
部
か
ら
訴
え
ら
れ
た
。
こ
の
と
き
、
社
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

側
か
ら
三
通
の
訴
状
が
提
出
さ
れ
た
こ
と
が
越
智
嶋
旧
記
に
み
え
る
。
安
朗
は
「
松

山
城
内
江
御
押
籠
置
」
れ
（
C
2
2
／
9
）
、
「
御
領
地
御
追
放
」
（
C
2
2
／
5
）
を

命
ぜ
ら
れ
、
「
其
上
太
津
津
古
来
題
下
置
酒
、
御
論
旨
・
御
教
書
・
御
下
文
井
諸

家
之
書
翰
之
内
二
而
、
太
祝
職
之
証
文
二
罷
成
候
分
、
松
山
へ
持
参
仕
候
処
、
数

通
御
差
上
ケ
被
成
候
」
（
C
2
2
／
9
）
。
そ
し
て
、
家
族
と
も
ど
も
重
代
の
文
書
・

記
録
を
携
え
大
坂
に
移
住
し
、
正
徳
三
年
三
月
廿
八
日
（
C
2
2
／
H
）
、
正
徳
四

年
五
月
（
C
2
2
／
1
0
）
な
ど
嘆
願
を
繰
り
返
し
た
が
、
享
保
三
年
（
一
七
一
八
）

失
意
の
う
ち
に
死
去
し
た
。
松
山
・
今
治
両
藩
の
社
家
頭
に
任
じ
た
大
禄
を
解

職
・
追
放
す
る
と
は
、
藩
の
寺
社
政
策
に
何
か
変
更
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
あ

る
い
は
、
社
家
と
藩
と
の
間
の
ほ
う
が
、
大
量
側
よ
り
も
太
い
パ
イ
プ
で
結
ば
れ

て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
正
徳
三
年
（
一
七
二
三
二
月
廿
七
日
付
、
安

朗
の
四
人
の
息
子
に
よ
る
血
判
起
請
文
に
は
、
「
数
代
相
伝
之
御
編
旨
・
御
教
書
・

三
嶋
宮
記
録
井
家
之
証
文
等
、
親
父
安
朗
公
路
身
二
被
為
添
大
坂
二
御
住
居
被
遊

候
、
讐
安
朗
公
御
老
年
之
以
後
、
天
命
二
而
立
何
躰
二
御
成
被
遊
候
共
、
工
数
通

之
書
物
一
紙
茂
無
紛
失
、
兄
弟
四
人
ト
〆
相
生
何
も
我
侭
二
支
配
仕
間
敷
候
」
と
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い
う
決
意
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
議
長
停
職
事
件
な
ど
の
混
乱
時
に
、

文
書
の
紛
失
な
ど
が
あ
っ
た
反
省
で
は
な
か
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
D
9
1
の
尼
祐

　
　
　
　
サ
　

林
譲
状
案
に
み
え
る
、
コ
祖
父
安
俊
譲
状
］
通
肋
忙
粧
陣
＋
、
一
親
父
安
胤
鉛
分
帳

一
巻
朧
三
一
暁
ハ
、
一
舎
兄
安
定
置
型
一
通
就
肺
に
静
」
の
三
通
は
、
大
勇
一
族
に
と
っ

て
は
重
書
と
も
い
う
べ
き
重
要
文
書
で
あ
る
が
、
現
存
し
て
い
な
い
。
自
然
災
害
、

火
事
等
に
よ
る
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
大
祝
停
職
等
の
混
乱
に
よ
る
紛
失
も
考
え

ら
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
「
右
数
通
之
書
物
一
紙
茂
無
紛
失
」
と
誓
い
合
っ
た
の

で
、
紛
失
を
防
ぐ
た
め
に
文
書
を
成
巻
し
た
と
い
う
可
能
性
も
想
像
さ
れ
よ
う
。

ま
た
、
こ
こ
に
み
え
る
「
三
嶋
宮
記
録
」
と
は
、
貞
享
三
年
四
月
に
菅
豊
前
が
籠

め
た
＝
三
嶋
大
明
神
縁
起
　
一
通
、
一
同
由
来
書
　
一
通
、
一
壷
宝
物
之
書
付

一
冊
」
（
大
山
祇
神
社
文
書
　
D
鵬
）
の
中
の
縁
起
か
由
来
書
の
ど
ち
ら
か
の
写

本
か
も
し
れ
な
い
。
さ
ら
に
、
享
保
十
二
年
（
一
七
二
七
）
の
安
朗
妻
に
よ
る
嘆

願
書
に
は
、
「
大
儒
家
二
代
々
所
持
仕
候
御
論
旨
・
御
令
旨
・
御
教
書
・
御
下
文

井
大
童
職
之
御
下
文
・
社
例
引
付
之
証
文
・
其
外
諸
家
之
書
簡
等
・
定
時
様
・
定

直
様
．
難
陳
様
よ
り
被
下
呂
候
　
御
判
物
今
以
所
持
仕
出
、
則
別
紙
書
付
差
上
ケ

申
候
」
と
、
大
斉
家
の
中
世
文
書
等
を
所
持
し
て
い
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
文
書
を
根
拠
に
大
菊
職
の
正
当
性
を
主
張
し
、
復
職
を
粘
り
強
く
嘆
願

し
た
の
だ
ろ
う
。

　
安
朗
三
男
の
安
屋
は
苦
難
の
な
か
松
山
藩
に
嘆
願
を
重
ね
、
享
保
十
一
年
（
一

七
二
六
）
九
月
中
社
家
一
同
か
ら
の
詫
証
文
を
と
り
（
C
1
2
／
2
、
C
1
2
／
3
）
、

つ
い
に
帰
参
を
許
さ
れ
、
翌
享
保
十
二
年
九
月
に
大
三
島
に
帰
り
、
同
年
十
月
に

身
祝
に
補
任
さ
れ
た
。
正
徳
二
年
か
ら
実
に
十
五
年
の
牢
人
生
活
で
あ
っ
た
。
因

み
に
、
藤
屋
は
宝
暦
四
年
（
一
七
五
四
）
閏
二
月
に
「
御
鎮
座
本
島
」
を
完
成
さ

せ
る
。
宝
暦
七
年
2
七
五
七
）
十
一
月
に
は
安
屋
は
隠
居
し
、
安
躬
が
大
祝
に

補
任
し
た
。

圖
　
安
永
二
年
　
菅
弥
九
郎
太
夫
家
等
菅
家
社
人
訴
訟
事
件

　
こ
の
相
論
に
関
し
て
は
、
多
く
の
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
（
C
3
5
、
A
N
2
8
、

A
N
2
9
、
A
W
3
0
、
A
W
3
1
、
A
W
4
0
等
）
。
ど
の
記
録
も
事
件
全
体
で
は
な
く

そ
の
一
部
を
記
載
す
る
も
の
で
、
し
か
も
A
W
4
0
は
こ
れ
一
冊
だ
け
で
二
〇
〇
頁

を
超
え
る
大
部
な
史
料
な
の
で
、
事
件
全
体
を
見
通
す
こ
と
が
な
か
な
か
困
難
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

あ
る
。
さ
ら
に
は
、
安
永
二
年
（
九
月
～
十
二
月
）
社
私
亭
亭
日
記
中
に
も
関
連

記
事
が
散
見
さ
れ
る
た
め
、
こ
ち
ら
も
参
照
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
史
料
を

ま
と
め
て
、
本
事
件
を
概
観
し
て
み
た
い
。
そ
の
過
程
で
垣
間
見
え
る
中
世
文
書

に
つ
い
て
も
言
及
し
た
い
。

　
そ
も
そ
も
事
件
の
発
端
は
、
安
永
元
年
（
一
七
七
二
）
八
月
の
菅
弥
九
郎
太
夫

の
病
死
で
あ
っ
た
。
空
席
が
で
き
た
六
器
の
席
に
つ
い
て
、
弥
九
郎
太
夫
の
嫡
子

蔵
人
が
異
論
を
唱
え
て
い
る
話
を
聞
い
た
の
で
、
同
年
九
月
一
日
、
上
官
の
社
家

を
全
員
集
め
て
相
談
し
た
と
こ
ろ
、
「
社
法
古
例
」
の
通
り
補
任
の
順
に
従
っ
て

菅
福
江
太
夫
が
六
官
に
昇
進
す
べ
き
と
決
ま
っ
た
。
同
月
五
日
、
こ
の
旨
を
蔵
人

へ
伝
え
た
と
こ
ろ
、
忌
中
で
と
り
こ
み
中
な
の
で
、
忌
が
明
け
た
ら
面
談
し
ま
す

と
の
返
答
だ
っ
た
が
、
結
局
面
談
に
来
な
い
で
、
届
け
も
無
く
「
旦
廻
」
に
出
る

あ
り
さ
ま
だ
っ
た
。
こ
の
「
旦
廻
」
と
は
、
御
師
と
同
様
に
独
自
に
配
札
を
行
う

地
域
、
す
な
わ
ち
「
旦
所
」
を
保
持
し
て
い
て
、
こ
の
「
旦
所
」
を
巡
回
し
て
、

信
者
か
ら
初
穂
料
を
受
け
取
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
各
地
域
の
信
者
は
配
札

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
3
）

を
受
け
持
つ
社
家
を
頼
っ
て
社
参
し
て
い
た
ら
し
い
。
安
永
二
年
正
月
、
蔵
人
を

呼
び
出
し
て
、
国
神
主
職
や
そ
れ
に
付
随
す
る
社
領
は
今
ま
で
通
り
と
す
る
が
、

「
社
法
古
例
」
の
通
り
補
任
の
順
に
従
っ
て
菅
福
江
太
夫
が
六
官
に
昇
進
す
べ
き

事
を
伝
え
た
が
、
親
の
遺
言
な
の
で
補
任
の
順
に
拘
ら
ず
六
扇
国
神
主
職
で
あ
る

と
言
い
張
り
納
得
し
な
い
の
で
、
大
祝
安
躬
は
も
う
こ
う
な
っ
た
ら
お
上
の
「
御

才
許
」
を
仰
ぐ
し
か
な
い
と
少
々
脅
し
た
け
れ
ど
も
、
蔵
人
は
承
知
し
な
か
っ
た
。

そ
う
こ
う
す
る
う
ち
に
、
同
年
六
月
中
旬
、
蔵
人
は
弟
を
同
伴
し
、
大
祝
に
届
け

も
な
く
大
峰
山
参
詣
に
出
立
し
京
都
で
装
束
を
拝
領
し
て
七
月
十
日
こ
ろ
帰
っ
て
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き
た
と
の
噂
だ
っ
た
の
で
、
下
社
家
雑
官
に
確
認
さ
せ
た
う
え
で
蔵
人
と
対
談
し

た
。
蔵
人
は
、
京
都
の
高
辻
家
が
菅
弥
九
郎
太
夫
家
の
本
家
な
の
で
、
大
峰
山
参

詣
の
つ
い
で
に
三
宅
右
近
の
取
次
ぎ
で
高
辻
右
大
弁
（
家
長
）
殿
に
お
会
い
し
て
、

土
産
と
し
て
三
位
の
装
束
を
賜
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
先
祖
が
高
辻
家
か
ら
国

神
主
補
職
に
任
じ
ら
れ
た
の
で
、
自
分
が
国
神
主
か
つ
六
畜
に
進
ま
な
け
れ
ば
高

辻
家
に
申
し
訳
が
た
た
な
い
と
反
撃
し
て
き
た
。
安
躬
は
高
辻
家
が
本
家
だ
な
ど

と
い
う
夢
に
も
思
わ
ぬ
話
が
出
た
の
で
、
系
図
等
の
証
拠
が
あ
る
の
か
質
し
た
と

こ
ろ
、
系
図
は
な
い
が
た
だ
本
家
と
申
し
伝
え
て
い
る
と
の
こ
と
だ
っ
た
。
ま
た
、

二
神
無
代
職
の
補
任
状
が
何
方
よ
り
出
さ
れ
た
も
の
か
は
コ
文
不
通
之
球
脚
、

下
文
之
趣
難
読
候
二
付
不
相
別
杯
得
共
」
、
本
家
な
の
で
結
果
し
だ
い
で
は
知
ら

せ
る
と
い
う
の
で
、
そ
の
補
任
状
を
見
せ
る
よ
う
に
言
っ
た
が
出
せ
な
い
と
い

う
。
他
人
に
見
せ
ら
れ
な
い
文
書
は
証
拠
に
は
な
ら
な
い
か
ら
、
ぜ
ひ
出
す
よ
う

に
言
っ
た
が
、
ど
う
し
て
も
ダ
メ
だ
と
い
う
の
で
、
お
上
か
ら
言
わ
れ
た
ら
ど
う

す
る
の
か
聞
く
と
、
「
其
節
者
写
し
可
漏
出
候
、
尤
前
二
御
判
も
有
之
候
得
者
、

其
節
壮
心
分
り
可
申
」
と
の
答
え
だ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
ど
ん
な
に
言
い
聞
か

せ
て
も
蔵
人
が
納
得
せ
ず
「
社
法
古
例
」
を
乱
し
、
大
急
に
届
け
な
し
に
大
峰
山

参
詣
に
出
た
り
し
て
「
総
社
人
共
支
配
」
に
も
支
障
が
あ
る
の
で
、
他
の
上
官
の

了
解
を
と
り
つ
け
た
う
え
で
、
七
月
に
藩
へ
提
訴
し
た
。
す
る
と
、
七
月
二
十
三

日
に
、
「
菅
蔵
人
、
同
六
郎
太
夫
、
東
円
坊
、
神
宮
寺
看
司
以
上
四
人
」
が
松
山

へ
提
訴
に
で
か
け
た
と
の
知
ら
せ
が
あ
っ
た
。

　
こ
の
「
三
嶋
社
僧
検
校
　
東
円
坊
」
の
訴
状
と
は
、
六
月
の
越
智
郡
、
桑
村
郡
、

天
領
二
十
ケ
村
か
ら
の
道
面
依
頼
を
、
東
円
坊
の
旦
所
に
も
拘
ら
ず
大
祝
が
受
け

て
、
そ
の
初
穂
料
を
奪
っ
た
の
で
生
活
が
成
り
立
た
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　
い
っ
ぽ
う
の
「
菅
蔵
人
、
同
六
郎
太
夫
」
等
の
訴
状
に
は
、
以
下
、
菅
行
事
太

夫
、
菅
判
官
太
夫
、
菅
惣
官
太
夫
、
菅
棚
守
太
夫
、
菅
御
先
太
夫
、
五
重
御
先
太

夫
、
一
内
子
、
二
内
子
、
三
内
子
、
歯
面
行
事
、
室
長
床
、
お
お
ひ
、
く
り
や
の

合
計
十
五
人
の
名
前
が
連
ね
て
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
蔵
人
の
こ
と
を
「
国
神
主

菅
弥
九
郎
太
夫
」
と
署
名
し
て
い
る
が
、
蔵
人
の
策
謀
で
菅
家
の
社
人
を
総
動
員

し
た
こ
と
が
見
え
見
え
で
あ
る
。
「
近
年
太
祝
破
古
法
ヲ
邪
行
之
趣
ケ
條
之
事
」

と
題
し
て
、
九
か
条
に
わ
た
っ
て
述
べ
て
い
る
が
、
主
な
内
容
は
、
社
人
の
死
後

初
め
て
そ
の
子
が
社
役
を
務
め
る
の
に
、
太
祝
は
古
法
を
破
り
息
子
の
た
め
に
王

卿
殿
に
新
座
を
こ
し
ら
え
、
娘
を
紫
歯
面
の
下
で
拝
ま
せ
て
い
る
こ
と
。
四
月
祭

礼
の
散
銭
を
社
家
が
そ
れ
ぞ
れ
決
ま
っ
た
場
所
で
と
っ
て
い
た
の
に
、
太
衝
が
独

占
し
て
渡
さ
な
い
。
四
月
祭
礼
の
歯
入
小
屋
場
地
子
銭
を
太
祝
が
「
世
論
壱
匁
」

と
値
段
を
き
め
て
取
る
こ
と
。
旦
所
か
ら
の
参
詣
人
へ
は
旦
那
で
あ
る
社
人
か
ら

「
札
洗
米
」
を
渡
し
て
き
た
の
に
、
近
年
は
太
祝
が
過
分
の
初
穂
料
を
「
取
込
」

む
の
で
「
外
社
人
」
が
難
儀
し
て
い
る
。
下
司
社
人
を
太
祝
の
下
人
同
様
に
召
し

使
う
の
で
、
百
姓
で
生
活
し
て
い
る
彼
ら
が
難
儀
を
し
て
い
る
。
諸
国
か
ら
の
無

心
の
参
詣
人
の
御
祈
疇
神
楽
の
初
穂
料
は
全
員
で
均
等
割
り
に
し
て
き
た
の
に
、

近
年
は
太
祝
が
独
占
し
て
し
ま
う
。
ま
た
、
菅
現
官
太
夫
が
「
他
国
無
旦
之
場
」

に
旦
廻
に
出
て
い
た
の
に
、
太
物
が
帳
面
を
取
り
上
げ
て
旦
廻
を
差
し
止
め
て
し

ま
っ
た
。
「
太
守
様
御
社
参
之
節
」
の
ご
祝
儀
の
銀
子
を
六
郎
太
夫
に
わ
た
さ
ず

太
祝
が
独
占
し
て
し
ま
っ
た
。
等
で
あ
る
。
そ
し
て
最
後
に
「
正
徳
年
中
古
法
之

通
」
仰
せ
付
け
ら
れ
た
い
と
結
ん
で
い
る
。
正
徳
年
中
と
は
、
上
記
の
大
行
職
停

職
離
職
事
件
で
見
た
よ
う
に
、
大
祝
安
朗
が
大
桑
職
を
失
い
松
山
藩
領
か
ら
追
放

さ
れ
て
い
た
時
期
で
あ
る
。
奉
祝
不
在
の
神
社
で
は
、
擬
神
主
が
代
役
を
勤
め
た
。

そ
う
す
る
と
上
官
の
座
席
は
一
つ
ず
つ
繰
り
上
が
る
こ
と
と
な
り
、
神
社
内
で
の

地
位
が
上
が
る
。
衣
装
も
上
位
の
も
の
に
な
り
、
大
祝
の
旦
所
を
分
担
し
て
受
け

持
っ
た
り
、
初
穂
料
、
散
銭
、
神
楽
料
の
配
分
も
増
え
た
に
違
い
な
い
。
こ
の
状

態
が
十
五
年
続
く
よ
う
な
事
が
二
度
も
あ
っ
た
の
に
、
大
豊
が
帰
職
す
れ
ば
元
に

戻
っ
て
座
席
、
地
位
が
下
が
り
、
収
入
も
減
少
す
る
。
社
人
た
ち
に
不
満
の
気
持

ち
が
欝
積
す
る
の
も
無
理
か
ら
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

　
付
言
す
れ
ば
、
菅
弥
九
郎
太
夫
家
が
問
題
を
起
こ
し
た
の
は
、
安
永
二
年
が
初

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

め
て
で
は
な
か
っ
た
。
清
水
正
史
氏
に
よ
れ
ば
、
明
和
二
年
（
一
七
六
五
）
三
月
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廿
二
日
の
項
に
「
菅
弥
九
郎
太
夫
、
大
祝
家
閾
職
中
（
正
徳
年
間
よ
り
享
保
一
二

年
ま
で
）
今
治
へ
代
理
と
し
て
配
札
し
て
い
た
が
、
大
藩
藍
玉
後
も
配
札
し
て
い

る
こ
と
に
つ
い
て
、
大
祝
よ
り
抗
議
（
菅
弥
九
郎
太
夫
一
件
）
」
と
記
さ
れ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
人
物
は
、
蔵
人
の
父
親
だ
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
件
の
遺
恨

め
い
た
も
の
も
、
安
永
二
年
の
相
論
に
影
響
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
い
っ
ぽ
う
、
七
月
十
二
日
付
で
、
高
辻
家
雑
掌
の
三
宅
右
近
、
大
塚
主
膳
ら
か

ら
菅
原
弥
九
郎
太
夫
宛
に
、
近
年
上
京
し
た
い
と
い
う
お
話
だ
っ
た
の
で
待
っ
て

い
た
が
未
だ
に
上
京
し
な
い
の
は
ど
う
し
た
わ
け
か
。
当
年
中
に
必
ず
上
京
す
る

よ
う
に
と
の
書
状
が
届
い
た
。
ま
た
、
同
日
付
の
菅
原
弥
九
郎
太
夫
、
御
同
名
覚

寿
院
あ
て
、
三
宅
右
近
正
次
の
書
状
で
は
、
安
芸
城
下
に
用
事
で
下
る
の
で
、
八

月
中
ご
ろ
ま
で
に
立
ち
寄
る
と
の
内
容
だ
っ
た
。
こ
の
書
状
に
つ
い
て
先
郡
奉
行

所
か
ら
の
問
い
合
わ
せ
に
答
え
た
八
月
付
け
菅
蔵
人
の
覚
書
に
「
且
又
罷
登
候

節
、
私
家
二
古
キ
書
物
御
座
候
や
と
御
尋
御
座
候
二
付
、
格
別
碇
与
仕
候
書
物
者

無
御
座
、
反
古
同
様
之
物
少
々
御
座
候
通
塞
上
候
、
（
中
略
）
私
家
二
者
系
図
等
も

無
御
座
、
先
日
写
し
差
出
候
国
神
主
補
任
状
三
通
、
其
外
社
職
之
儀
二
付
書
付
数
通

御
座
候
」
と
あ
る
。
こ
こ
に
あ
る
「
先
日
写
し
差
出
候
国
神
主
補
任
状
三
通
」
こ

そ
が
、
D
8
！
、
8
2
、
8
3
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
D
8
3
の
奥
裏
書
の
「
此
三
枚
安
永

二
個
年
蔵
人
本
紙
持
参
御
役
所
こ
も
写
シ
有
之
分
也
」
と
い
う
文
言
と
一
致
す
る

か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
D
5
6
は
、
こ
の
と
き
の
D
8
1
の
さ
ら
に
写
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ま
た
、
以
下
の
よ
う
な
記
録
が
あ
る
。

「
　
　
　
　
　
　
覚

一
環
任
国
神
主
重
職
散
位
菅
原
實
綱

　
　
承
元
元
年
十
一
月
廿
五
日
と
有
之
壱
通
御
判
有
之
候
（
D
1
6
、
6
0
、
8
2
）

＝
車
篭
国
神
主
散
位
承
元
二
年
八
月
日
（
D
1
5
、
5
6
、
8
1
）

　
　
前
備
前
守
源
朝
臣
一
通
御
竿
立

　
　
　
　
　
　
〆

一
定
補
国
神
主
聖
職
飛
報
臨
解
細
脈
期
柾
「
」
（
D
5
9
）

　
　
　
　
　
　
〆

］
補
任
當
社
国
神
主
代
職
諏
靴
一
婦
礁
糊
創
噴
齢
（
D
5
3
、
6
1
、
7
2
、
8
3
）

　
　
　
　
　
　
〆

一
三
嶋
社
神
官
井
供
僧
等
日
御
料
（
元
久
二
年
七
月
三
日
ト
有
之
一
通
御
判
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
D
5
4
）

　
　
　
　
　
　
〆

一
弘
安
四
年
正
月
ト
有
之
御
下
文
一
通
御
名
三
人
御
判
有
（
D
5
8
）

　
　
　
　
　
　
〆

一
諸
山
社
二
季
御
供
田
国
神
主
菅
原
長
実
江

　
　
［
長
］

　
　
建
久
八
年
三
月
六
日
御
下
文
壱
通
御
名
御
判
官
（
D
5
7
）

　
　
　
　
　
　
〆

一
馬
見
神
官
等
屋
敷
江
宛
給
ル
坪
之
注
文
御
下
知
状

　
　
文
永
八
年
二
月
廿
二
日
と
有
之
壱
通
御
判
有
之
（
D
6
2
）

　
　
　
　
　
　
〆

　
　
　
〆
本
書
八
枚

右
之
蟻
差
上
申
候
、
此
外
私
家
二
相
伝
リ
候
古
キ
書
物
三
通
宝
蔵
二
納
リ
居
申
候

留
年
群
居
申
候
得
共
、
私
儀
者
拝
見
仕
不
申
候
、
井
二
私
宅
二
残
し
病
歴
帳
面
壱

冊
御
座
候
、
是
者
古
代
御
神
領
三
拾
六
町
之
帳
面
之
由
二
御
座
候
、

一
遊
行
上
人
よ
り
先
祖
江
被
下
置
候
御
状
壱
通
所
持
雲
居
申
候
、
御
供
川
と
申
茂

私
屋
敷
内
二
御
座
候
、

　
　
　
巳
八
月
廿
八
日
　
　
　
　
　
菅
蔵
人
」
（
た
だ
し
、
該
当
す
る
文
書
番
号

を
（
D
O
）
と
示
し
た
）

　
こ
の
中
で
、
「
古
キ
書
物
三
通
宝
蔵
二
納
リ
居
傘
台
」
は
、
上
記
「
働
貞
享
三

年
（
一
六
八
六
）
四
月
廿
二
日
」
の
項
で
述
べ
た
合
計
一
五
通
の
文
書
類
が
神
前

に
籠
め
ら
れ
た
内
の
三
通
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
三
通
を
「
私
儀
者
拝
見
仕
不

申
候
」
と
い
う
の
は
驚
き
で
あ
る
。
ま
た
、
「
古
代
語
神
領
三
拾
六
町
之
帳
面
」
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と
「
遊
行
上
人
」
御
状
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
事
態
に
、
大
嵐
は
御
奉
行
附
の
村
上
四
兵
衛
、
日
野
五
之
右
衛
門
、

原
勇
八
ら
と
や
り
と
り
を
し
て
、
先
口
奉
行
所
に
呼
び
出
さ
れ
て
お
調
べ
に
応
じ

て
返
答
し
た
り
、
書
類
を
提
出
し
た
。
八
月
十
八
日
に
は
、
村
上
と
原
か
ら
、
＝

享
保
十
八
年
以
来
神
楽
帳
盟
㌘
歌
簑
酌
廿
、
一
同
散
銭
割
賦
帳
　
但
シ
右
同
断
、

一
御
自
分
三
位
居
官
之
書
付
等
有
之
候
ハ
・
御
持
参
」
と
求
め
ら
れ
た
の
で
、
安

躬
は
各
帳
面
を
差
し
出
し
、
第
三
項
に
つ
い
て
は
「
太
后
職
者
位
階
三
位
与
申
証

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
5
∀

跡
」
と
し
て
「
鎌
倉
将
軍
家
よ
り
の
補
任
状
写
シ
」
を
提
出
し
た
。
さ
ら
に
蔵
人

が
「
本
紙
」
（
原
本
）
も
差
し
出
す
よ
う
に
求
め
て
き
た
の
に
対
し
て
、
安
躬
は

「
是
者
於
太
祝
家
二
甚
大
切
二
致
候
品
故
、
宿
元
土
蔵
江
再
三
、
私
不
表
面
候
立

者
指
出
候
儀
難
相
臭
汗
」
返
答
し
た
。

　
そ
う
こ
う
し
て
い
る
内
に
、
九
月
八
日
に
は
「
京
都
高
辻
殿
用
人
三
宅
右
近
」

が
社
参
に
訪
れ
た
。

　
十
月
四
日
夜
会
所
か
ら
呼
ば
れ
て
出
向
い
た
と
こ
ろ
、
村
上
四
兵
衛
か
ら
こ
の

度
の
相
論
に
つ
い
て
、
「
太
祝
事
全
ク
社
法
之
儀
二
付
、
引
廻
シ
温
潤
順
和
之
筋

無
之
、
其
上
神
式
新
規
之
仕
成
有
之
、
不
行
届
扇
星
付
遠
慮
被
仰
付
候
」
と
申
し

渡
さ
れ
た
。
同
日
、
菅
家
の
社
人
達
に
は
、
菅
蔵
人
　
閉
居
、
菅
六
郎
太
夫
　
閉

居
、
東
円
坊
　
遠
慮
、
渡
辺
行
事
　
押
込
、
越
智
古
廟
　
押
込
、
菅
前
官
・
渡
辺

棚
守
以
下
は
社
用
之
外
排
徊
留
メ
を
申
し
渡
さ
れ
た
。
十
月
廿
一
日
に
は
、
菅
勘

太
夫
な
ど
八
人
の
上
官
が
、
言
祝
が
「
遠
慮
」
し
て
い
て
は
社
用
に
差
し
支
え
る

の
で
、
な
に
と
ぞ
早
く
以
前
通
り
に
お
許
し
下
さ
る
よ
う
に
と
願
い
出
た
。
十
一

月
十
一
日
に
、
会
所
で
日
野
五
之
右
衛
門
か
ら
「
三
嶋
社
中
江
」
対
し
、
「
双
方

共
（
筆
者
注
、
「
建
地
」
と
「
社
中
之
者
共
」
を
指
す
）
（
中
略
）
先
此
度
者
御
宥

免
ヲ
以
無
其
儀
候
」
と
許
さ
れ
、
訓
告
さ
れ
る
に
と
ど
ま
っ
た
。
同
十
九
日
に
は
、

先
の
三
宅
右
近
の
代
参
の
席
に
つ
い
て
の
心
祝
の
指
示
に
不
審
な
点
が
あ
る
と
し

て
、
高
辻
殿
雑
掌
大
塚
主
膳
が
松
木
大
納
言
殿
の
添
状
を
持
っ
て
来
た
。
同
廿
一

日
に
は
、
大
塚
主
膳
が
三
島
へ
来
て
、
弥
九
郎
太
夫
宅
へ
立
ち
寄
り
、
「
古
キ
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

物
等
」
を
見
た
い
と
求
め
た
。
「
巳
十
一
月
　
日
記
」
に
は
、

＝
、
適
宜
九
郎
太
夫
家
書
外
、
画
面
之
上
社
家
四
軒
二
古
キ
書
物
井
系
図
等
御

尋
二
桁
間
有
無
之
儀
書
付
可
溢
出
温
血
申
付
候
、
尤
有
之
候
ハ
・
本
紙
二
写
シ
書

両
通
相
馬
可
指
出
候
段
位
奉
行
付
中
耳
申
浅
黄
二
付
、
則
四
軒
之
者
共
へ
申
聞

ル
」こ

れ
に
対
し
、
同
月
廿
四
日
の
菅
福
江
太
夫
の
回
答
に
は
、

「
永
禄
十
二
年
五
月
十
四
日
（
D
7
9
）

一
、
福
江
太
夫
一
跡
辮
怠
皮
付
、
第
法
師
江
福
江
太
夫
職
分
為
相
続
、
村
上
河
内

守
吉
継
よ
り
書
出
壱
通
、

元
亀
四
年
酉
十
月
三
日

一
、
同
補
任
状
　
壱
通
（
D
7
8
）
」
（
た
だ
し
、
該
当
す
る
文
書
番
号
を
（
D
O
）

と
示
し
た
）

し
か
所
持
し
て
い
な
い
と
の
こ
と
だ
っ
た
。
同
日
、
菅
勘
太
夫
か
ら
は
、
何
も
な

い
と
の
回
答
だ
っ
た
。

「
元
久
二
年
七
月
十
四
日

一
、
地
頭
左
衛
門
偏
平
よ
り
書
出
シ
壱
通
、

嘉
禎
四
年
四
月
日

一
、
検
注
禰
宜
美
作
守
橘
朝
臣
在
判
壱
通
、

天
文
十
三
年
九
月
廿
三
日

一
、
従
三
位
大
宰
大
弐
兼
侍
従
伊
予
介
多
々
良
朝
臣
在
判
、

右
三
通
弥
九
郎
太
夫
方
よ
り
、
貞
享
年
中
社
人
連
判
ヲ
以
御
宝
蔵
へ
宿
入
置
候
分

取
出
シ
、
源
九
郎
太
夫
へ
可
相
引
と
呼
二
遣
候
所
」
弥
九
郎
太
夫
は
病
気
で
来
ら

れ
な
い
し
、
伜
貞
治
は
若
輩
者
で
役
に
た
た
な
い
と
の
返
事
だ
っ
た
。
そ
し
て
、

宝
蔵
を
開
き
平
九
郎
太
夫
そ
の
他
菅
氏
の
社
家
か
ら
忌
め
置
い
た
「
古
キ
書
物

等
」
を
取
り
出
し
、
弥
九
郎
太
夫
方
の
も
の
は
、
樋
口
太
夫
に
持
た
せ
御
奉
行
付

中
へ
指
し
出
し
た
。
同
夕
方
会
所
に
呼
ば
れ
て
、
菅
氏
の
下
社
家
に
も
同
様
に
尋

ね
て
書
付
を
出
す
よ
う
に
命
じ
ら
れ
た
。
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菅
宮
ノ
太
夫
か
ら
は
、
「
貞
享
年
中
社
人
連
判
ヲ
準
準
宝
蔵
籠
〆
置
」

「一

@
三
島
大
明
神
縁
起
　
　
　
　
壱
巻

一
　
同
由
来
書
　
　
　
　
　
　
　
　
　
壱
巻

一
、
御
宝
物
書
付
　
　
　
　
　
　
　
　
壱
通

一
　
藤
堂
佐
渡
守
殿
御
供
米
証
文
　
　
壱
通

一
　
自
勝
山
様
御
供
米
証
文
　
　
　
　
壱
通
　
」

い
た

以
外
は
何
も
無
い
と
の
回
答
だ
っ
た
。

同
十
一
月
二
十
五
日
、
の
記
事
に
、

＝
、
宮
ノ
太
夫
家
よ
り
宝
蔵
へ
二
藍
置
候
内
、
縁
起
由
来
書
、
導
通
披
見
為
致

　
　
　
相
済
み
候
二
士
御
渡
申
候
、
堤
外
ノ
古
書
弥
九
郎
太
夫
よ
り
宮
ノ
太
夫
方

　
　
　
ノ
御
供
料
ノ
墨
印
一
所
二
二
元
ノ
籠
〆
捕
逸
愚
弟
申
付
置
候
問
、
明
日
二

　
　
　
而
も
勝
手
次
第
籠
〆
可
国
華
申
馬
事
、
」

同
廿
六
日
の
記
事
に
は
、

＝
、
今
日
宝
蔵
ヲ
開
キ
此
中
指
出
候
古
書
不
残
、
元
ノ
こ
と
く
相
納
メ
本
封
致

　
　
　
相
済
、
」

同
棲
七
日
の
記
事
に
は
、
菅
縫
官
以
下
、
菅
氏
の
下
社
家
の
者
が
八
人
連
名
で
、

「
古
キ
書
物
井
系
図
」
は
所
持
し
て
い
な
い
と
回
答
が
あ
っ
た
。
同
廿
七
日
会
所

に
呼
び
出
さ
れ
て
、
文
武
天
皇
の
御
宇
に
安
元
が
初
め
て
太
祝
に
補
さ
れ
た
御
客

旨
が
あ
る
か
と
尋
ね
ら
れ
た
の
で
、
安
躬
は
「
本
紙
ハ
京
都
江
預
ケ
置
候
、
写
書

ハ
有
之
候
」
と
答
え
た
。
翌
廿
八
日
に
両
人
か
ら
、
文
武
天
皇
の
御
縮
旨
写
書
（
C

／
3
5
／
7
）
は
役
所
の
控
え
も
無
い
の
で
写
を
よ
こ
し
て
欲
し
い
と
の
書
状
が
届

い
た
の
で
、
翌
日
息
子
の
完
之
進
に
届
け
さ
せ
た
。
同
日
に
菅
蔵
人
か
ら
御
迎
行

付
中
へ
提
出
さ
れ
た
所
蔵
文
書
目
録
の
写
が
、
D
6
5
で
あ
る
。
ま
た
、
D
6
3
の
書

き
込
み
は
、
こ
の
時
期
に
当
た
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
相
論
の
た
め
に
、
菅
氏
の

社
家
が
出
勤
し
な
い
の
で
、
人
手
不
足
の
た
め
に
、
十
一
月
の
祭
礼
は
延
期
と
な

っ
た
。
大
塚
主
膳
は
同
年
十
二
月
六
日
に
「
帰
帆
」
の
風
聞
が
あ
っ
た
。
そ
の
後

も
、
蔵
人
は
病
気
と
称
し
て
出
勤
し
な
い
た
め
、
菅
氏
の
下
社
家
も
ほ
と
ん
ど
の

者
が
出
勤
し
な
か
っ
た
。
翌
安
永
三
年
（
一
七
七
四
）
四
月
に
は
弥
九
郎
太
夫
へ
の

散
銭
配
分
の
件
を
奉
行
所
へ
伺
い
出
た
。
同
七
月
一
日
に
や
っ
と
、
弥
九
郎
太
夫

職
相
続
後
は
じ
め
て
蔵
人
が
出
勤
し
た
。
安
躬
は
越
智
樋
口
太
夫
ら
上
官
に
、
蔵

人
が
補
任
状
の
順
を
守
り
、
十
官
獅
子
居
殿
で
正
規
の
烏
帽
子
狩
衣
の
衣
装
で
勤

め
る
の
か
確
認
さ
せ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
通
り
で
あ
っ
た
。
こ
れ
で
万
事
解
決
し
た

か
に
思
え
た
が
、
同
年
八
月
十
八
日
に
菅
弥
九
郎
太
夫
以
下
、
相
論
に
及
ん
だ
菅
氏

の
社
人
十
五
人
は
会
所
へ
出
頭
す
る
よ
う
に
御
奉
行
付
日
野
五
霞
右
衛
門
か
ら
命

じ
ら
れ
、
翌
十
九
日
に
次
の
よ
う
に
言
い
渡
さ
れ
た
。
菅
弥
九
郎
太
夫
　
神
職
御

取
揚
急
度
押
込
、
菅
六
郎
太
夫
　
急
度
閉
居
、
越
智
雑
官
　
神
職
御
取
置
急
度
押

込
、
渡
辺
行
事
　
急
度
押
込
、
東
善
男
　
遠
慮
、
庭
山
官
以
下
十
名
　
急
度
御
呵
。

　
以
上
の
よ
う
に
こ
の
事
件
を
通
覧
す
る
と
、
菅
蔵
人
の
大
瓦
餅
躬
に
対
す
る
抵

抗
が
、
い
か
に
頑
強
で
あ
っ
た
か
が
よ
く
わ
か
る
。
「
菅
弥
九
郎
太
夫
」
と
い
う

書
き
込
み
の
あ
っ
た
文
書
は
、
単
純
に
弥
九
郎
太
夫
か
ら
借
り
て
写
し
た
も
の
で

は
な
か
っ
た
。
頑
な
に
大
祝
に
抵
抗
す
る
蔵
人
が
安
躬
に
差
し
出
す
べ
く
も
な

い
。
役
所
の
控
か
ら
安
躬
が
写
し
取
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
（
D
6
3
、
6
5
な
ど
）
。

ま
た
、
こ
の
一
件
に
関
し
て
さ
え
多
量
の
記
録
を
残
し
た
記
録
魔
と
で
も
呼
ぶ
べ

き
安
息
の
執
念
に
も
す
さ
ま
じ
い
も
の
が
あ
る
。
こ
の
安
躬
の
執
念
の
底
に
は
、

父
安
屋
が
苦
難
の
な
か
松
山
藩
に
嘆
願
を
重
ね
、
享
保
十
一
年
（
一
七
二
六
）
九

月
に
社
家
一
同
か
ら
詫
証
文
を
と
り
（
C
1
2
／
2
、
C
1
2
／
3
）
、
つ
い
に
帰
参

を
許
さ
れ
た
際
に
、
こ
の
証
文
の
な
か
に
、
「
双
方
古
例
旧
記
等
御
尋
被
成
候
豆

倒
、
収
差
古
例
之
法
記
茂
無
御
座
付
、
段
々
御
吟
味
墨
斑
奉
誤
候
」
と
い
う
文
言

が
あ
る
こ
と
か
ら
、
父
親
か
ら
記
録
の
重
要
性
を
い
や
と
い
う
ほ
ど
に
聞
か
さ
れ

て
い
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
安
永
二
年
十
一
月
時
点
で
菅
蔵
人
の
私
宅
に
あ
っ
た
「
神
社
」
1
1
①
③
（
D

6
5
）
は
、
こ
の
相
論
の
決
着
を
機
に
宝
蔵
へ
蕾
め
ら
れ
た
と
の
予
想
を
立
て
た
が
、

ま
だ
そ
の
史
料
を
発
見
で
き
て
い
な
い
。
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三
　
お
わ
り
に

　
以
上
、
中
世
と
近
世
の
相
論
に
関
す
る
大
山
祇
神
社
文
書
を
通
し
て
、
神
社
の

内
部
構
造
や
文
書
管
理
に
つ
い
て
見
て
き
た
。
ど
ち
ら
の
相
論
も
、
大
望
と
社
家

と
の
問
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
も
そ
も
、
大
山
祇
神
社
文
書
は
、
「
神
社
」
1

を
除
い
て
大
喜
家
に
伝
来
し
た
文
書
群
で
あ
る
（
大
悟
家
文
書
と
呼
ぶ
べ
き
だ
ろ

う
か
）
こ
と
か
ら
、
社
家
側
で
は
な
く
、
大
盤
側
の
視
点
か
ら
見
て
い
る
こ
と
に

留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
神
社
の
社
務
を
掌
っ
た
他
の
社
家
の
文
書
そ
の
も

の
の
伝
来
は
、
現
在
不
明
で
あ
る
。
わ
ず
か
に
「
神
社
」
1
と
、
社
家
の
名
が
書

き
込
ま
れ
た
写
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
も
、
「
菅
弥
九
郎
太
夫
」
の
名
が
記

さ
れ
た
写
文
書
は
、
特
に
相
論
の
た
め
に
奉
行
所
に
提
出
さ
れ
た
写
文
書
の
写
で

あ
る
こ
と
が
明
瞭
に
な
っ
た
の
で
、
そ
こ
に
は
相
論
を
有
利
に
導
こ
う
と
す
る
作

為
が
潜
ん
で
い
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
、
文
書
を
解
読
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
磯
川
氏
が
「
菅
家
文
書
」
に
は
検
討
を
要
す
る
文
書
が
多
く
存

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ザ
　

在
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
そ
の
主
要
原
因
は
こ
こ
に
在
る
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
ま
た
、
井
原
今
朝
男
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
明
治
期
の
廃
仏
殿
釈
・
神
仏
分

離
に
よ
っ
て
、
神
社
文
書
群
の
性
格
が
大
き
な
変
革
を
受
け
て
い
る
こ
と
に
も
留

意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
中
世
の
大
山
祇
神
社
の
本
来
の
姿
を
と
ら
え
る
た
め

に
は
、
現
在
の
大
山
祇
神
社
文
書
の
解
読
を
進
め
る
だ
け
で
な
く
、
廃
仏
殿
釈
・

神
仏
分
離
で
散
逸
し
た
神
宮
寺
関
係
文
書
や
、
六
官
を
勤
め
た
上
官
の
社
家
文
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を
博
捜
す
る
こ
と
も
重
要
と
考
え
ら
れ
る
。
岡
田
篤
人
氏
が
紹
介
さ
れ
た
、
「
社

家
菅
原
勘
太
夫
呼
時
（
舞
木
公
園
）
の
記
し
た
「
三
島
社
執
奏
記
」
」
（
松
浦
家
所

蔵
文
書
）
の
写
文
書
二
通
は
、
上
記
の
菅
福
江
太
夫
家
所
持
文
書
（
D
7
8
・
7
9
）

と
一
致
し
て
い
る
。
そ
の
名
前
か
ら
し
て
も
、
社
家
菅
原
勘
太
夫
家
文
書
を
伝
え

て
い
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
文
書
の
発
掘
と
、
近
世
史
料
の
中
か

ら
も
中
世
の
情
報
を
拾
い
上
げ
る
作
業
が
、
伊
予
国
一
宮
で
あ
る
大
山
祇
神
社
研

究
に
と
っ
て
の
課
題
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
ま
た
、
本
稿
で
論
述
で
き
な
か
っ
た
重
要
事
項
と
し
て
、
執
奏
家
事
件
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　

所
理
喜
夫
氏
に
よ
る
と
、
正
徳
二
年
に
大
祝
安
朗
を
訴
え
出
た
社
家
は
、
大
祝
の

配
下
に
な
る
こ
と
を
嫌
っ
て
、
吉
田
家
の
門
人
と
な
り
、
自
分
は
吉
田
家
の
支
配

な
の
で
大
尊
家
の
裁
判
は
受
け
な
い
と
し
て
、
相
論
に
及
ん
だ
と
い
う
。
大
罪
家

は
白
川
家
を
執
奏
家
と
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
、
全
国
の
神
社
支

配
を
め
ぐ
る
吉
田
家
と
白
川
伯
王
家
と
の
争
い
が
、
そ
の
背
景
に
存
在
す
る
。
神

祇
伯
の
名
が
見
え
る
中
世
関
係
史
料
（
D
1
4
、
D
皿
、
A
W
鵬
）
な
ど
も
、
こ
の

執
奏
家
事
件
全
体
の
流
れ
の
中
で
読
み
解
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
事
件
に

関
す
る
史
料
も
多
数
残
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
解
読
も
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

注（
1
）
愛
媛
県
、
一
九
八
三
年
。

（
2
）
川
岡
勉
「
大
山
祇
神
社
文
書
の
整
理
と
伝
来
」
（
『
地
域
創
成
研
究
年
報
』
第
七
号
、
二

　
〇
一
二
年
、
以
下
「
川
岡
論
文
」
と
い
う
時
は
本
論
文
を
指
す
）
。

（
3
）
景
浦
勉
「
中
世
文
書
解
題
」
（
『
大
山
祇
神
社
文
書
目
録
　
第
一
集
』
愛
媛
県
教
育
委
員

　
会
、
一
九
入
五
年
）
。

（
4
）
「
川
岡
論
文
」
。

（
5
）
山
内
譲
『
中
世
伊
予
の
領
主
と
城
郭
』
（
青
葉
図
書
、
一
九
八
九
年
）
八
二
頁
。

（
6
）
国
分
寺
文
書
、
『
愛
媛
県
史
　
資
料
編
　
古
代
・
中
世
』
一
〇
四
八
号
（
以
下
『
県
史
』

　
○
○
号
と
略
す
）
。

（
7
）
山
内
譲
『
中
世
伊
予
の
領
主
と
城
郭
』
（
青
葉
図
書
、
一
九
八
九
年
）
七
九
～
八
二
頁
。

（
8
）
新
井
英
之
「
室
町
時
代
の
守
護
制
度
の
研
究
一
伊
豊
国
守
護
河
野
氏
の
領
国
統
治
体
制

　
に
つ
い
て
一
」
（
『
歴
史
民
俗
資
料
学
研
究
』
第
三
号
、
一
九
九
八
年
）
。

（
9
）
興
隆
寺
へ
の
寄
進
状
（
『
県
史
』
一
〇
〇
一
号
）
、
国
分
寺
へ
の
避
状
と
そ
の
坪
付
注
文

　
　
（
『
県
史
』
一
〇
〇
二
号
・
一
〇
〇
三
号
）
参
照
。

（
1
0
）
忽
那
家
文
書
（
『
県
史
』
一
二
入
九
号
）
。

（
H
）
高
野
山
上
蔵
院
文
書
、
乙
二
八
、
第
二
巻
心
。
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（
1
2
）
高
野
山
上
蔵
院
文
書
、
丙
一
七
。

（
！
3
）
山
内
譲
『
中
世
瀬
戸
内
海
地
域
史
の
研
究
』
（
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
九
八
年
）
三
三

　
五
頁
。

（
1
4
）
三
島
家
文
書
（
『
県
史
』
　
一
四
〇
四
号
）
。

（
1
5
）
國
學
院
大
學
日
本
文
化
研
究
所
『
大
山
祇
神
社
史
料
　
縁
起
・
由
緒
編
』
（
大
山
祇
神
社

　
社
務
所
、
二
〇
〇
〇
年
）
五
四
〇
～
五
四
一
頁
。

（
1
6
）
三
島
敦
雄
『
三
島
大
祝
家
譜
資
料
全
』
（
一
九
一
二
年
、
一
九
八
四
年
再
刊
）
＝
○
頁
。

　
山
内
譲
「
中
世
文
書
解
題
（
二
）
」
（
『
大
山
祇
神
社
文
書
目
録
　
第
二
集
』
一
九
八
七
年
）
。

（
1
7
）
景
浦
勉
編
『
予
陽
河
野
家
譜
』
（
歴
史
図
書
社
、
一
九
八
○
年
）
一
四
四
頁
。

（
1
8
）
異
本
の
予
習
河
野
家
譜
で
は
村
上
・
黒
雨
・
宇
佐
美
の
三
人
を
目
付
役
、
祝
日
向
守
を

　
家
老
と
注
記
す
る
（
三
島
敦
雄
『
三
島
大
曲
家
譜
資
料
全
』
一
九
一
二
年
、
一
九
八
四
年

　
再
刊
、
一
〇
九
頁
）
。

（
1
9
）
川
岡
勉
「
河
野
氏
の
府
中
支
配
と
海
賊
衆
」
『
中
世
の
地
域
権
力
と
西
国
社
会
』
（
清
文

　
堂
出
版
、
二
〇
〇
六
年
）
。

（
2
0
）
山
内
譲
「
中
世
文
書
解
題
（
二
）
」
（
『
大
山
祇
神
社
文
書
目
録
　
第
二
集
』
一
九
八
七
年
目

　
の
写
真
参
照
。

（
2
1
）
小
学
館
、
一
九
八
二
年
、
二
三
〇
四
頁
。

（
2
2
）
吸
江
田
文
書
（
戦
国
文
書
索
具
　
長
宗
我
部
氏
篇
』
柏
書
房
、
一
九
七
五
年
）
、
た
だ
し

　
写
真
に
よ
り
読
み
を
］
部
修
正
し
た
。

（
2
3
）
島
津
家
文
書
（
『
大
日
本
古
文
書
　
家
わ
け
十
六
ノ
こ
　
一
九
四
二
年
発
行
、
一
九
七
一
．

　
年
覆
刻
、
六
二
頁
）
（
『
島
津
家
文
書
　
歴
代
亀
鑑
・
宝
鑑
』
八
木
書
店
、
二
〇
〇
七
年
、

　
一
＝
ハ
頁
に
は
写
真
を
収
載
）
。

（
2
4
）
『
重
要
文
化
財
　
赤
間
神
宮
文
書
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
〇
年
）
四
五
号
、
四
七
号

　
文
書
。

（
2
5
）
國
學
院
大
學
日
本
文
化
研
究
所
『
大
山
祇
神
社
史
料
　
縁
起
・
由
緒
編
』
（
大
山
祇
神
社

　
社
務
所
、
二
〇
〇
〇
年
）
五
四
二
頁
。

（
2
6
）
高
野
山
上
蔵
院
文
書
、
山
内
治
朋
「
資
料
紹
介
　
高
野
山
上
正
院
文
書
に
つ
い
て
（
下
ご

　
　
（
愛
媛
県
歴
史
文
化
博
物
館
『
研
究
紀
要
』
第
＝
二
号
、
二
〇
〇
入
年
）
一
二
〇
頁
。

（
2
7
）
高
野
山
上
蔵
院
文
書
、
山
内
治
朋
「
資
料
紹
介
　
高
野
山
上
蔵
院
文
書
に
つ
い
て
（
下
と

　
　
（
愛
媛
県
歴
史
文
化
博
物
館
「
研
究
紀
要
』
第
＝
二
号
、
二
〇
〇
八
年
）
　
二
〇
頁
。

（
2
8
）
三
島
家
文
書
1
1
1
（
『
県
史
』
　
一
四
五
八
号
、
た
だ
し
写
真
に
基
づ
き
読
み
を
一
部
修

　
正
し
た
）
。

（
2
9
）
景
浦
勉
『
大
山
積
神
社
関
係
文
書
』
2
九
七
七
年
初
版
、
一
九
八
八
年
改
訂
版
）
二
九

　
百
ハ
～
一
二
〇
百
川
D

（
3
0
）
『
与
陽
盛
衰
記
』
（
愛
媛
県
教
育
研
究
協
議
会
、
一
九
六
九
年
）
一
二
】
～
】
二
二
頁
。
『
予

　
陽
盛
衰
記
』
の
信
懸
性
は
低
い
が
、
三
島
宮
に
つ
い
て
記
し
た
第
六
巻
は
神
社
に
詳
し
い

　
筋
か
ら
情
報
を
得
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
参
考
の
た
め
に
引
用
し
た
。

（
3
1
）
國
學
院
大
七
日
本
文
化
研
究
所
『
大
山
祇
神
社
史
料
　
縁
起
・
由
緒
編
』
（
大
山
祇
神
社

　
社
務
所
、
二
〇
〇
σ
年
）
五
〇
四
～
五
二
二
頁
。

（
3
2
）
愛
媛
県
教
育
研
究
協
議
会
、
一
九
六
九
年
、
一
二
〇
～
＝
＝
頁
。

（
3
3
）
『
県
史
』
　
＝
二
五
五
号
。

（
3
4
）
『
県
史
』
　
一
五
二
三
号
。

（
3
5
）
川
岡
勉
「
中
世
の
伊
予
府
中
と
在
地
諸
勢
力
」
図
2
（
『
中
世
の
地
域
権
力
と
西
国
社
会
』

　
清
文
堂
出
版
、
二
〇
〇
六
年
）
。

（
3
6
）
三
島
敦
雄
『
三
島
大
喜
家
譜
資
料
全
』
（
一
九
一
二
年
、
一
九
入
四
年
再
刊
）
【
○
頁
、

　
口
絵
「
古
蹟
地
図
」
。

（
3
7
）
川
岡
勉
「
天
文
期
の
西
瀬
戸
地
域
と
河
野
氏
権
力
」
（
『
中
世
の
地
域
権
力
と
西
国
社
会
』

　
清
文
堂
出
版
、
二
〇
〇
六
年
）
。
西
尾
和
美
「
天
文
伊
予
の
乱
再
考
－
「
高
野
山
上
蔵
院
文

　
書
」
を
手
が
か
り
と
し
て
一
」
（
『
四
国
中
世
史
研
究
』
九
号
、
二
〇
〇
七
年
目
。

（
3
8
）
「
伊
予
国
越
智
郡
宮
浦
早
大
山
積
神
社
明
細
帳
」
（
國
學
院
大
半
日
本
文
化
研
究
所
『
大

　
山
祇
神
社
史
料
　
縁
起
・
由
緒
編
』
大
山
祇
神
社
社
務
所
、
二
〇
〇
〇
年
、
五
〇
五
頁
）
、

（
3
9
）
山
内
譲
「
中
世
文
書
解
題
（
二
）
」
（
『
大
山
祇
神
社
文
書
目
録
　
第
二
集
』
一
九
八
七
年
）
。

（
4
0
）
川
岡
勉
「
河
野
氏
の
府
中
支
配
と
海
賊
衆
」
（
『
中
世
の
地
域
権
力
と
西
国
社
会
』
清
文

　
堂
出
版
、
二
〇
〇
六
年
）
。
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（
4
1
）
「
伊
予
国
越
智
郡
宮
浦
村
大
山
積
神
社
明
細
帳
」
（
國
學
院
大
學
日
本
文
化
研
究
所
『
大

　
山
祇
神
社
史
料
　
縁
起
・
由
緒
編
』
大
山
祇
神
社
社
務
所
、
二
〇
〇
〇
年
、
五
〇
四
頁
）
。

（
4
2
）
『
大
山
祇
神
社
文
書
目
録
　
第
一
集
』
（
愛
媛
県
教
育
委
員
会
、
一
九
八
五
年
）
で
は
！
7

　
通
、
『
大
山
祇
神
社
文
書
目
録
　
第
二
集
』
（
愛
媛
県
教
育
委
員
会
、
一
九
八
七
年
）
で
は

　
5
2
通
、
合
計
6
9
通
。

（
4
3
）
A
W
2
8
［
安
永
二
巳
年
七
月
十
六
日
よ
り
同
八
月
主
旨
日
二
至
ル
　
菅
弥
九
郎
太
夫
家

　
神
前
座
席
之
儀
二
付
双
方
よ
り
及
公
訴
候
諸
対
談
覚
書
　
太
祝
越
智
安
躬
識
之
］
。

（
4
4
）
土
居
聡
朋
「
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
「
村
上
文
書
」
に
つ
い
て
」
（
『
四
国
中
世
史

　
研
究
』
第
八
号
、
二
〇
〇
五
年
）
。

（
4
5
）
宇
田
川
武
久
『
戦
国
水
軍
の
興
亡
』
（
平
凡
社
新
書
、
一
．
一
〇
〇
二
年
）
一
〇
九
頁
。

（
4
6
）
山
内
譲
「
中
世
文
書
解
題
（
二
）
」
（
『
大
山
祇
神
社
文
書
目
録
　
第
二
集
』
一
九
八
七
年
）
。

（
4
7
）
山
内
譲
「
河
野
氏
へ
の
離
反
と
服
属
－
和
田
氏
と
岩
伽
羅
城
1
」
（
『
中
世
伊
予
の
領
主

　
と
城
郭
』
青
葉
図
書
、
一
九
八
九
年
）
一
九
四
頁
。

（
4
8
）
山
内
譲
「
中
世
文
書
解
題
（
二
）
」
（
『
大
山
祇
神
社
文
書
目
録
　
第
二
集
』
一
九
入
七
年
）
。

（
4
9
）
川
岡
勉
「
河
野
氏
の
府
中
支
配
と
海
賊
衆
」
（
『
中
世
の
地
域
権
力
と
西
国
社
会
』
清
文

　
堂
出
版
、
二
〇
〇
六
年
）
。

（
5
0
）
川
岡
勉
「
河
野
氏
の
府
中
支
配
と
海
賊
衆
」
（
『
中
世
の
地
域
権
力
と
西
国
社
会
』
清
文

　
堂
出
版
、
二
〇
〇
六
年
）
。

（
5
1
）
『
伊
予
史
談
』
1
巻
2
号
口
絵
。

（
5
2
）
『
県
史
』
　
一
四
九
八
号
。

（
5
3
）
清
水
正
史
・
所
理
喜
夫
「
解
題
　
近
世
の
大
山
祇
神
社
文
書
・
三
島
家
文
書
と
そ
の
性

　
格
（
二
と
（
『
大
山
祇
神
社
文
書
目
録
　
第
二
集
』
愛
媛
県
教
育
委
員
会
、
一
九
八
七
年
）

　
一
九
八
頁
。
岡
田
荘
司
「
『
伊
予
国
第
＝
呂
三
嶋
社
大
襲
職
井
入
節
供
祭
並
等
事
記
録
』
解

　
説
」
（
國
學
院
大
學
日
本
文
化
研
究
所
『
大
山
祇
神
社
史
料
　
縁
起
・
由
緒
編
』
大
山
祇
神

　
社
社
務
所
、
二
〇
〇
〇
年
）
五
六
九
頁
。

（
5
4
）
A
W
2
8
［
安
永
二
巳
年
七
月
十
六
日
よ
り
同
八
月
廿
七
日
二
至
ル
　
菅
弥
九
郎
太
夫
家

　
神
前
座
席
之
儀
二
付
双
方
よ
り
及
公
訴
候
諸
対
談
覚
書
　
太
祝
越
智
安
躬
識
之
］
。

（
5
5
）
川
岡
勉
・
西
尾
和
美
『
伊
予
河
野
氏
と
中
世
瀬
戸
内
世
界
』

　
年
）
第
二
章
「
応
仁
の
乱
と
河
野
氏
」
。

ハ　　　　　

61　60
）　　　　）

　　　　　ハ　　　　　　　　　　

59　　58　　57　　56
）　　　　）　　　　）　　　　）

『
県
史
』

『
県
史
』

『
県
史
』

平
凡
社
、

『
県
史
』

一
四
三
一
号
。

一
四
七
三
号
。

一
四
七
四
号
。

一
九
八
○
年
、
三
八
一
頁
。

一
四
八
四
号
。

（
愛
媛
新
聞
社
、
二
〇
〇
四

　
　
山
内
譲
「
応
仁
の
乱
と
守
護
勢
力
の
分
裂
」
（
『
中
世
瀬
戸
内
海
地
域
史
の
研
究
』
、
法
政

　
大
学
出
版
局
、
一
九
九
八
年
）
二
九
六
頁
。

（
6
2
）
『
県
史
』
　
一
四
九
六
号
。

（
6
3
）
「
伊
予
国
第
＝
呂
三
嶋
社
大
耳
職
井
八
節
供
祭
二
等
記
録
」
（
國
學
院
大
學
日
本
文
化
研

　
究
所
『
大
山
祇
神
社
史
料
　
縁
起
・
由
緒
編
』
大
山
祇
神
社
社
務
所
、
二
〇
〇
〇
年
）
五

　
六
九
頁
。

（
6
4
）
山
内
譲
「
花
押
の
変
化
」
（
『
中
世
瀬
戸
内
海
地
域
史
の
研
究
』
、
法
政
大
学
出
版
局
、
一

　
九
九
八
年
）
三
四
一
頁
。

（
6
5
）
『
県
史
』
　
一
四
八
六
号
。

（
6
6
）
國
學
院
大
學
日
本
文
化
研
究
所
『
大
山
祇
神
社
史
料
　
縁
起
・
由
緒
編
』
（
大
山
祇
神
社

　
社
務
所
、
二
〇
〇
〇
年
）
四
八
頁
（
以
下
「
御
鎮
座
本
縁
」
と
略
す
）
。

（
6
7
）
國
學
院
大
學
日
本
文
化
研
究
所
『
大
山
祇
神
社
史
料
　
縁
起
・
由
緒
編
』
（
大
山
祇
神
社

　
社
務
所
、
二
〇
〇
〇
年
）
一
七
四
頁
。

（
6
8
）
國
學
院
大
學
日
本
文
化
研
究
所
『
大
山
祇
神
社
史
料
　
縁
起
・
由
緒
編
』
（
大
山
祇
神
社

　
社
務
所
、
二
〇
〇
〇
年
）
一
八
七
頁
。

（
6
9
）
國
學
院
大
學
日
本
文
化
研
究
所
『
大
山
祇
神
社
史
料
　
記
録
篇
＝
（
一
九
九
〇
年
）
二

　
四
三
頁
。

（
7
0
）
今
治
市
、
一
九
八
九
年
、
六
五
〇
頁
。

（
7
1
）
國
學
院
大
學
日
本
文
化
研
究
所
『
大
山
祇
神
社
史
料
　
記
録
篇
こ
（
一
九
九
〇
年
）
二

　
五
八
頁
。
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（
7
2
）
『
大
山
祇
神
社
文
書
目
録
　
第
二
集
』
（
愛
媛
県
教
育
委
員
会
、
一
九
八
七
年
）
口
絵
写

　
真
。

（
7
3
）
磯
川
い
つ
み
「
太
祝
関
係
文
書
の
基
礎
的
考
察
一
「
三
島
宮
御
鎮
座
本
縁
」
と
の
関
係
か

　
ら
一
」
（
『
伊
予
史
談
』
三
五
九
号
、
二
〇
一
〇
年
）
。

（
7
4
）
國
學
院
大
學
日
本
文
化
研
究
所
『
大
山
祇
神
社
史
料
　
記
録
篇
一
』
（
一
九
九
〇
年
）
六

　
四
〇
頁
。

（
7
5
）
國
學
院
大
學
日
本
文
化
研
究
所
『
大
山
祇
神
社
史
料
　
記
録
篇
一
』
（
一
九
九
〇
年
）
。

（
7
6
）
「
伊
予
再
思
＝
呂
三
嶋
社
大
祝
職
井
八
節
供
祭
高
等
記
録
』
（
國
學
院
大
學
日
本
文
総
研

　
究
所
『
大
山
祇
神
社
史
料
縁
起
・
由
緒
編
』
大
山
祇
神
社
社
務
所
、
二
〇
〇
〇
年
）
一

　
二
六
頁
。

（
7
7
）
根
岸
茂
夫
「
解
題
－
近
世
に
お
け
る
大
山
祇
神
社
の
発
展
と
『
社
主
日
記
』
・
『
社
用
日

　
記
』
の
成
立
－
」
（
國
學
院
大
學
日
本
文
化
研
究
所
『
大
山
祇
神
社
史
料
　
記
録
篇
一
』
一

　
九
九
〇
年
）
。

（
7
8
）
清
水
正
史
・
所
理
喜
夫
「
解
題
　
近
世
の
大
山
祇
神
社
文
書
・
三
島
家
文
書
と
そ
傷
性

　
格
（
二
）
」
（
『
大
山
祇
祖
社
文
書
目
録
　
第
二
集
』
．
愛
媛
県
教
育
委
員
会
、
一
九
八
七
年
）

　
二
〇
五
頁
。

（
7
9
）
三
島
敦
雄
『
三
島
大
祝
家
譜
資
料
全
』
（
一
九
一
二
年
、
一
九
八
四
年
再
刊
）
六
九
頁
。

（
8
0
）
『
越
智
嶋
旧
記
・
澄
水
記
』
（
伊
予
史
談
会
、
「
九
八
八
年
）
二
「
頁
。

（
8
1
）
こ
の
文
書
に
つ
い
て
は
山
本
高
志
「
南
北
朝
前
後
の
大
祝
家
1
「
尼
祐
林
譲
状
案
」
と
祝

　
安
親
を
中
心
に
一
」
（
『
伊
予
史
談
』
五
七
号
、
二
〇
一
〇
年
）
に
詳
し
い
。

（
8
2
）
國
學
院
大
學
日
本
文
化
研
究
所
『
大
山
舐
神
社
史
料
　
記
録
篇
こ
（
一
九
九
〇
年
）
六

　
四
〇
～
八
一
五
頁
。

（
8
3
）
根
岸
茂
夫
「
解
題
－
近
世
に
お
け
る
大
山
祇
神
社
の
発
展
と
『
社
番
日
記
』
・
『
社
用
日

　
記
』
の
成
立
1
」
（
國
學
院
大
學
月
本
文
化
研
究
所
『
大
山
祇
神
社
史
料
　
記
録
篇
一
』
　
一

　
九
九
〇
年
）
。

（
8
4
）
清
水
正
史
・
所
理
喜
夫
「
大
山
祇
神
社
関
係
年
表
」
（
『
大
山
祇
神
社
文
書
目
録
　
第
二

　
集
』
愛
媛
県
教
育
委
員
会
、
一
九
八
七
年
）
二
四
六
頁
。

（
8
5
）
建
治
二
年
入
月
廿
七
日
付
、
伊
予
国
宣
（
『
県
史
』
二
六
二
号
）
の
写
。

（
8
6
）
國
學
院
大
學
日
本
文
化
研
究
所
『
大
山
祇
神
社
史
料
　
記
録
篇
こ
（
一
九
九
〇
年
）
六

　
六
一
～
六
六
五
頁
。

（
8
7
）
磯
川
い
つ
み
「
太
祝
関
係
文
書
の
基
礎
的
考
察
ー
コ
早
島
宮
御
鎮
座
本
縁
」
と
の
関
係
か

　
ら
一
」
（
『
伊
予
史
談
』
三
五
九
号
、
二
〇
一
〇
年
）
。

（
8
8
）
井
原
今
朝
男
「
神
社
史
料
の
諸
問
題
　
諏
訪
神
社
関
係
史
料
を
中
心
に
」
（
『
国
立
歴
史

　
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
　
第
一
四
八
集
』
二
〇
〇
八
年
）
。

（
8
9
）
岡
田
篤
人
「
村
上
吉
継
の
動
向
と
そ
の
史
料
」
（
『
伊
予
史
談
』
二
八
四
号
、
一
九
九
二

　
年
）
。

（
9
0
）
清
水
正
史
・
所
理
喜
夫
「
解
題
　
近
世
の
大
山
祇
神
社
文
書
・
三
島
家
文
書
と
そ
の
性

　
格
（
二
期
目
『
大
山
祇
神
社
文
書
目
録
　
第
二
集
』
愛
媛
県
教
育
委
員
会
、
一
九
八
七
年
）

　
二
〇
五
頁
。
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